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第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

(1) 連結経営指標等

回次 第150期 第151期 第152期 第153期 第154期

決算年月 2018年３月 2019年３月 2020年３月 2021年３月 2022年３月

売上高 (百万円) 23,479 30,747 27,125 22,120 23,904

経常利益
(百万円) 674 2,266 1,742 424 638

親会社株主に帰属する
当期純利益 (百万円) 597 1,616 1,355 250 370

包括利益 (百万円) 816 1,492 1,263 266 774

純資産額 (百万円) 7,113 8,605 9,804 10,007 10,705

総資産額 (百万円) 31,376 34,995 35,780 32,996 33,970

１株当たり純資産額 (円) 1,127.74 1,364.45 1,554.80 1,587.07 1,697.85

１株当たり当期純利益
(円) 94.75 256.34 214.94 39.71 58.73

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

(円) ― ― ― ― ―

自己資本比率 (％) 22.7 24.6 27.4 30.3 31.5

自己資本利益率 (％) 8.9 20.6 14.7 2.5 3.6

株価収益率 (倍) 16.78 4.55 4.23 24.58 12.21

営業活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) 236 3,428 2,719 884 2,250

投資活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) △605 △901 △820 △1,353 △518

財務活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) △287 △234 △323 △313 △337

現金及び現金同等物
の期末残高

(百万円) 2,004 4,194 5,761 4,940 6,599

従業員数 (名) 1,011 996 1,017 1,044 1,025

(注) １．2018年10月１日付けで普通株式10株につき普通株式１株の割合で株式併合を行っております。第150期の期

首に当該株式併合が行われたと仮定し、１株当たり純資産額及び１株当たり当期純利益を算定しておりま

す。

２．潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

３．「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年３月31日）等を第154期の期首から適用してお

り、第154期に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用した後の指標等となっておりま

す。
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(2) 提出会社の経営指標等

回次 第150期 第151期 第152期 第153期 第154期

決算年月 2018年３月 2019年３月 2020年３月 2021年３月 2022年３月

売上高 (百万円) 20,682 28,200 24,336 19,012 20,834

経常利益又は
経常損失(△)

(百万円) 188 2,268 1,472 △59 △130

当期純利益又は
当期純損失(△)

(百万円) 112 1,829 1,341 △181 △373

資本金 (百万円) 4,640 4,640 4,640 4,640 4,640

発行済株式総数 (千株) 63,534 6,353 6,353 6,353 6,353

純資産額 (百万円) 7,170 8,998 10,274 10,031 9,581

総資産額 (百万円) 29,707 32,879 33,733 31,358 31,199

１株当たり純資産額 (円) 1,136.92 1,426.79 1,629.38 1,590.86 1,519.51

１株当たり配当額
(１株当たり中間配当額)

(円)
― 10 10 5 13

(―) (―) (―) (―) (―)

１株当たり当期純利益又は
１株当たり当期純損失(△)

(円) 17.77 290.02 212.72 △28.79 △59.27

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

(円) ― ― ― ― ―

自己資本比率 (％) 24.1 27.4 30.5 32.0 30.7

自己資本利益率 (％) 1.6 22.6 13.9 △1.8 △3.8

株価収益率 (倍) 89.50 4.02 4.27 ― ―

配当性向 (％) ― 3.4 4.7 ― ―

従業員数 (名) 733 718 731 712 711

株主総利回り (％) 172.8 127.9 101.0 108.8 82.1
(比較指標：配当込みTOPIX) (％) (115.9) (110.0) (99.6) (141.5) (144.3)

最高株価 (円) 224
1,672
(191)

1,437 1,045 998

最低株価 (円) 76
855

(127)
669 807 565

(注) １．2018年10月１日付けで普通株式10株につき普通株式１株の割合で株式併合を行っております。第150期の期

首に当該株式併合が行われたと仮定し、１株当たり純資産額及び１株当たり当期純利益を算定しておりま

す。

２．潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

３．第153期、第154期の株価収益率及び第153期、第154期の配当性向は、当期純損失であるため記載しておりま

せん。

４．最高株価及び最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。なお、2019年３月期の株価

については株式併合後の最高株価及び最低株価を記載しており、株式併合前の最高株価及び最低株価を括弧

内に記載しております。

５．「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年３月31日）等を第154期の期首から適用してお

り、第154期に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用した後の指標等となっておりま

す。
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２ 【沿革】

1920年２月 初代社長喜多又蔵が鈴政式織機株式会社を設立して、織機の製造販売を開始

1923年６月 遠州織機株式会社に商号変更

1936年７月 工場が狭隘となり、現在地(浜松市南区高塚町)へ移転完了

1937年10月 工作機械の製造を開始

1953年８月 名古屋証券取引所に上場

1958年10月 工作機械の製造を再開

1960年６月 遠州製作株式会社に商号変更

1961年10月 東京、大阪、名古屋の各証券取引所市場第一部に上場

1970年５月 遠州クロス株式会社を設立

1971年４月 ユニワインド株式会社を設立

1976年10月 事業の一部転換として、ヤマハ発動機株式会社の受託生産を開始

1977年８月 繊維機械主要機種に関する営業を豊和工業株式会社に譲渡

1979年４月 専用工作機械の製造販売を開始

1980年12月 工作機械NC工場の竣工

1981年８月 工作機械実験場の竣工

1983年９月 工作機械マシニングセンタ組立工場の竣工

1991年７月 米国、イリノイ州に販売子会社ENSHU(USA)CORPORATION(現・連結子会社)を設立

1991年10月 遠州クロス株式会社及びユニワインド株式会社を吸収合併し、エンシュウ株式

会社に商号変更

1997年５月 タイ、バンコクに販売子会社ENSHU(Thailand)Limited(現・連結子会社)を設立

1998年11月 ドイツ、ランゲンに販売子会社ENSHU GmbH(現・連結子会社)を設立

1998年11月 品質マネジメントシステムＩＳＯ９００１を認証取得

2003年９月 ENSHU(Thailand)Limitedがタイ、バンコクに合弁会社BANGKOK ENSHU MACHINERY

Co.,Ltd.(現・連結子会社)を設立

2003年12月 環境マネジメントシステムＩＳＯ１４００１を認証取得

2009年５月 インドネシア、ブカシに販売子会社PT.ENSHU INDONESIA(現・連結子会社)を設立

2010年６月 中国、山東省青島市に製造子会社遠州(青島)機床製造有限公司(現・連結子会社)を設立

2010年12月 中国、山東省青島市に販売子会社遠州(青島)機床商貿有限公司(現・連結子会社)を設立

2011年11月 ベトナム、バクニンに製造子会社ENSHU VIETNAM Co.,Ltd.(現・連結子会社)を設立

2017年５月 インド、ハリアナ州に販売子会社ENSHU INDIA PRIVATE LIMITEDを設立

2022年４月 東京証券取引所の市場区分の見直しにより、東京証券取引所の市場第一部からプライム市場に移行

エンシュウコネクティッド株式会社を設立
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３ 【事業の内容】

当社グループは、当社、子会社９社で構成され、工作機械の製造販売並びに輸送機器部品の受託加工を主な事業内

容とし、更に各事業に関連するその他のサービス等の事業活動を展開しております。

当社グループの事業に係わる位置付け及びセグメントとの関連は、次のとおりであります。なお、セグメント情報

等の報告セグメントと同一の区分であります。

工作機械関連事業

当社にて製造販売するほか、連結子会社ENSHU(USA)CORPORATION、ENSHU GmbH、ENSHU(Thailand)Limited、

PT.ENSHU INDONESIA、遠州(青島)機床商貿有限公司、並びに非連結子会社ENSHU INDIA PRIVATE LIMITEDにて販売

を行い、また連結子会社BANGKOK ENSHU MACHINERY Co.,Ltd.、遠州(青島)機床製造有限公司にて製造、販売サポー

ト業務を行っております。

部品加工関連事業

当社にて二輪車・四輪車等のエンジン・駆動部品の受託加工を主に行っております。なお、受託加工の主な取引

先は関連当事者であるヤマハ発動機株式会社であります。また、連結子会社ENSHU VIETNAM Co.,Ltd.にて二輪車の

エンジン部品の受託加工を行っております。

その他

不動産賃貸事業であります。

　

事業の系統図は次のとおりであります。
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４ 【関係会社の状況】

名称 住所 資本金
主要な

事業の内容
議決権の

所有割合(％)
関係内容

(連結子会社)

ENSHU(USA)CORPORATION
米国

イリノイ州
2,302千米ドル 工作機械関連事業 100.0

当社工作機械の販売・保守サービス

資金の貸付

ENSHU GmbH
ドイツ

ランゲン
511千ユーロ 工作機械関連事業 100.0

当社工作機械の販売・保守サービス

資金の貸付

ENSHU(Thailand)Limited
タイ

バンコク
20,600千バーツ 工作機械関連事業

100.0
(74.8)

当社工作機械の販売・保守サービス

BANGKOK ENSHU MACHINERY

Co.,Ltd.

タイ

バンコク
50,300千バーツ 工作機械関連事業

100.0
(51.7)

当社工作機械の製造・販売サポート

PT.ENSHU INDONESIA
インドネシア

ブカシ
100千米ドル 工作機械関連事業

100.0
(1.0)

当社工作機械の販売・保守サービス

遠州（青島）機床製造有限公司
中国

青島
9,867千元 工作機械関連事業 100.0 当社工作機械の製造・販売サポート

遠州（青島）機床商貿有限公司
中国

青島
8,097千元 工作機械関連事業 100.0 当社工作機械の販売・保守サービス

ENSHU VIETNAM Co.,Ltd.

(注)３

ベトナム

バクニン
11,460千米ドル 部品加工関連事業 100.0

輸送機器部品の受託加工

資金の貸付

(注) １．「主要な事業の内容」欄には、セグメント情報に記載された名称を記載しております。

２．「議決権の所有割合」欄の(内書)は間接所有であります。

３．特定子会社に該当しております。

４．有価証券届出書又は有価証券報告書を提出している会社はありません。

５ 【従業員の状況】

(1) 連結会社の状況

2022年３月31日現在

セグメントの名称 従業員数(名)

工作機械関連事業 534

部品加工関連事業 425

その他 ―

全社(共通) 66

合計 1,025

(注) １．従業員数は、当社グループから当社グループ外への出向者を除き、当社グループ外から当社グループへの出

向者を含む就業人員数であります。

２．全社(共通)は、特定のセグメントに区分できない管理部門等の従業員であります。
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(2) 提出会社の状況

　 2022年３月31日現在

従業員数(名) 平均年齢(歳) 平均勤続年数(年) 平均年間給与(千円)

711 43.3 19.3 5,319

セグメントの名称 従業員数(名)

工作機械関連事業 407

部品加工関連事業 238

その他 ―

全社(共通) 66

合計 711

(注) １．従業員数は、当社から他社への出向者を除き、他社から当社への出向者を含む就業人員数であります。

２．平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。

３．全社(共通)は、特定のセグメントに区分できない管理部門等の従業員であります。

(3) 労働組合の状況

提出会社の労働組合は、エンシュウ労働組合と称し、単一の組織であり産業別労働組合ジェイ・エイ・エムに加

盟しております。2022年３月31日現在の組合員数は585人であります。

なお、労使関係について特記すべき事項はありません。
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第２ 【事業の状況】

１ 【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】

文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。

(1) 経営の基本方針

◆長期ビジョン

当社は、「繋ぐ技術を、世界へ」を長期ビジョンとし、今まで培ってきた技術を磨き、お客様との繋がりを世界

に拡大し、そして明るい未来へ繋げていくことを目指しています。

繋ぐ技術繋ぐ技術繋ぐ技術繋ぐ技術繋ぐ技術ををををを、、、、、世界世界世界世界世界へへへへへ

「「「「「我我我我我々々々々々の技術の技術の技術の技術の技術ででででで、、、、、

機械が繋が機械が繋が機械が繋が機械が繋が機械が繋がるるるるる、、、、、

お客様と繋がお客様と繋がお客様と繋がお客様と繋がお客様と繋がるるるるる、、、、、

社員が繋が社員が繋が社員が繋が社員が繋が社員が繋がるるるるる、、、、、そして未来が繋がそして未来が繋がそして未来が繋がそして未来が繋がそして未来が繋がるるるるる」」」」」

◆経営方針

当社グループは、100年に一度の変革期を迎えている自動車業界及びそのサプライチェーンの変化に対し、営業

力の強化とコスト削減を今一度徹底することが必要と考え、次の二点を経営課題として掲げております。

①市場拡大

既存顧客との関係強化に加え、『未開拓マーケットへのアプローチ』としてガソリンエンジン以外の領域へ

の営業開拓を推進する。

②競争力のあるＦａｃｔｏｒｙ実現

デジタル技術を活用し、業務プロセス改革、品質向上、生産性向上を行い、製造コスト削減を図る。

(2) 中期経営計画 2021-2025 『チャレンジ500』

当社グループは、『チャレンジ500』（2021年～2025年）として、2026年３月期を最終年度とする５ヶ年の中期経

営計画を進めています。この5年間は、①市場拡大、②競争力のあるＦａｃｔｏｒｙ実現を経営方針としています。

売上高500億円（工作機械関連事業で370億円、部品加工関連事業で130億円）、営業利益率7.0％を目指します。

2021年度は、中期経営計画の1年目として当初計画売上高240億円、営業利益率0.6％としてスタートしましたが、

売上高239億円、営業利益率3.1％の実績となりました。

指標
2022年３月期

（実績）

2024年３月期

（中期経営計画）

2026年３月期

（中期経営計画）

全社売上高（億円） 239 300 500

工作機械関連売上高（億円） 124 180 370

部品加工関連売上高（億円） 114 120 130

営業利益率（％） 3.1 5.0 7.0

(3) 会社の対処すべき課題

日本工作機械工業会（日工会）の当連結会計年度における受注総額は1兆6,675億円（前期比68.7％増）と大幅に

増加しました。受注額も17カ月連続で前年同月を上回るなど、世界的な設備投資が続き内外需とも好調に推移しま

した。

当社の工作機械関連事業部門におきましても、新型コロナウイルス感染症の影響により落ち込んでいた受注環境

が回復し、国内外において受注・引き合いとも順調に推移してまいりました。但し、当社の主要顧客である自動車

業界は、ＥＶ化などの大きな変革期を迎え顧客・社会のニーズは大きく変化しており、その対応として営業力の強

化及び生産性の向上を狙い、当期より事業部制を廃止し、営業・技術・製造部門の組織体制を大幅に見直す経営改

革を実施してまいりました。さらに、2022年４月には一気通貫体制での生産を実行するよう組織再編を行いまし

た。また、2022年４月には製造業の自動化やDX化を支援する事業子会社を設立しました。今後も一段と経営改革を

　



― 9 ―

加速してまいります。

部品加工関連事業部門におきましては、主要顧客の増産対応を受け、今後における仕事量は堅調に推移すると見

込まれます。一方で、利益率の更なる向上に向けた収益力の強化が課題であり、製造経費削減、原価低減など収益

力のある生産体制を築いてまいります。

(4) 経営改革

2021年4月より、市場拡大、コスト削減といった経営課題に対応すべく、工作機械・レーザー事業部と輸送機器

事業部からなる事業部制を廃止し、営業・開発本部と技術・製造本部を新設した機能別組織体制へ変更いたしまし

た。社長が技術・製造本部、会長が管理本部、副社長が営業・開発本部を統括し、リーダーシップを最大限に発揮

して、スピーディーに経営課題に対応していきます。

＜各本部重点施策＞

◆営業・開発本部（副社長が本部長を兼務）

1.市場拡大

◎既存顧客との関係強化（既存顧客の変化に追随）

◎非エンジン、非自動車、商社販売の拡大

2.顧客ニーズを先取りした開発

3.エンシュウ独自のビジネスモデル

◎機械開発・製造、システムアップ、部品加工、エンジニアリングをシームレスに提供

4.新たなビジネスモデルの創出

◎先進的なモノづくり提案（IoT、自動化、SIer）

◎ＳＤＧｓを意識したモノづくり

◆技術・製造本部（社長が本部長を兼務）

競争力をもつ将来性のあるＦａｃｔｏｒｙ「中計目標 生産性向上30％」

1.最適生産体制整備

◎生産管理部門の強化

コントロールタワーとしてグループ全体での最適生産を実現

2.コスト競争力強化

◎理論値思考によるコストダウン

◎工程改善、標準化

◎ロスの顕在化と排除

3.先進的なモノづくり改革

◎デジタル技術活用によるスマート化、自動化

4.品質保証レベル向上

◎各工程での品質作り込み

◆管理本部（会長が本部長を兼務）

1.業績の安定、配当の継続

2.間接部門の効率化

◎ＤＸの推進

◎働き方＆仕事の進め方改革

3.ＢＣＰの強化
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２ 【事業等のリスク】

有価証券報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可

能性のある事項には、以下のようなものがあります。

なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。

(1) 市場動向によるリスク

当社グループの工作機械関連事業の受注は顧客の設備投資活動に直接結びついているため、市場の景気動向に対

して極めて敏感であり、民間設備投資、特に主要顧客である自動車業界の設備投資の増減の影響を大きく受けま

す。その上、好況時と不況時の変動も大きく、不況時は需給関係により販売価格が低下する傾向にあります。

また、当社グループの主要顧客である自動車業界は、電動化による内燃機関の減少、CASE（Connected、

Autonomous、Shared & Services、Electric）やMaas（Mobility as a Service）による構造変化が想定され、顧

客・社会のニーズは大きく変化しています。当社は非内燃機関向け、商社販売の拡大に注力しておりますが、引続

き自動車業界の市場動向は当社グループの業績に影響を与える可能性があります。

(2) 特定取引先への依存のリスク

当社グループの部品加工関連事業においては、ヤマハ発動機株式会社への売上（受託加工）依存度が高い割合と

なっていますので、同社の事業方針は当社グループの業績に強い影響を与える可能性があります。

最近の同社向販売実績及び売上高全体に占める割合は、次のとおりであります。

相手先

2020年３月期 2021年３月期 2022年３月期

販売高(百万円) 割合(％) 販売高(百万円) 割合(％) 販売高(百万円) 割合(％)

ヤマハ発動機㈱ 6,878 25.4 5,939 26.8 7,962 33.3

(3) 為替レートの変動によるリスク

当社グループの全社の海外売上高比率は2022年３月期で42.7％となっております。決済は主に円建でありますが、

ＵＳＤ建及びＥＵＲ建等の取引もあり為替レートの変動によるリスクを有しております。円建取引の増加や為替予

約により影響を少なくするよう努力しておりますが、大幅な為替レートの変動は当社グループの業績に影響を与え

る可能性があります。

ベトナム現地法人においても、ＵＳＤ建の借入金があり、大幅な為替レートの変動は当社グループの業績に影響

を与える可能性があります。

(4) 金利変動によるリスク

当社グループの借入金依存度（借入金の総資産に対する割合）は、2022年３月期で33.7％と高い水準になってお

ります。当社グループでは将来の金利変動によるリスク回避を目的として、借入金の一部を金利スワップにより固

定金利としておりますが、金利変動の影響を受ける可能性があります。

(5) 資金調達に係るリスク

当社グループは、借入金依存度が相応に高いことから、金融機関の融資姿勢の変化等によって資金調達が困難に

なるリスクがございます。また、シンジケートローンにつきましては、契約内容に一定の財務制限条項等が付され

ている場合があり、当該事由に抵触した場合には当社グループの資金繰りに影響を与える可能性があります。

(6) 競合によるリスク

当社グループの工作機械関連事業は競合するメーカーが多く、価格競争により販売価格が低下する傾向にありま

す。特に汎用工作機械分野では競合メーカー製品との競合等により、当社グループの業績が影響を受ける可能性が

あります。
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(7) 特定の原材料及び部品の供給業者への依存

当社グループの工作機械関連事業は製品の製造に使用する原材料及び部品等について、当社グループ外の多数の

供給業者から調達しています。一部については特定の供給業者に依存しており、需給状況、災害等の要因によって

は納期遅延、コストアップ等の影響が生じることがあります。原材料価格の高騰等は当社グループの業績に影響を

与える可能性があります。

(8) 棚卸資産の評価損に関するリスク

当社グループでは、「棚卸資産の評価に関する会計基準」を適用しており、販売目的の棚卸資産の収益性を期末

において評価し、収益性が低下していると判断される場合には評価損を計上することになります。このため、当社

グループの棚卸資産について、需給関係による販売価格の低下やシステム工作機械における追加費用の発生により

収益性が低下していると判断し評価損を計上する場合には、当社グループの業績が影響を受ける可能性がありま

す。

(9) 品質に関するリスク

当社グループは、製品の品質には万全を期しておりますが、工作機械関連事業のシステム工作機械においてはオ

ーダーメイド方式のため、より高度な品質管理が求められており、追加費用が発生する可能性があります。また、

部品加工関連事業においても、予期しない品質トラブルにより多額の改修費用及び補償費用が発生する可能性があ

ります。このような場合には、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。当社グループといたしまし

ては、海外拠点を含めて、品質の維持・向上を最優先課題として取り組んでおります。

(10) 自然災害等のリスク

当社グループは地震等の自然災害の発生により生産拠点が損害を受ける可能性があります。被害の影響を最小限

に抑えるため、建物・設備などの耐震対策、防火対策等の予防策を順次進めていますが、万一、予想される南海ト

ラフ巨大地震が発生した場合、当社グループの生産拠点が静岡県内に集中していることもあり、操業の中断、多額

の復旧費用等、当社グループの業績が大きな影響を受ける可能性があります。

(11) 感染症（新型コロナウイルス）によるリスク

当社グループは、新型コロナウイルス感染症の影響が想定以上に拡大した場合、世界的な景気の悪化、生産活動

の縮減または停止等により、業績に影響を及ぼす可能性があります。このような状況の中、当社グループでは、従

業員の安全を確保するために、国内外の感染の状況を踏まえて、出張の制限、オフィス内でのソーシャルディスタ

ンスの確保等の感染予防対策を講じております。

(12) 情報セキュリティに関するリスク

顧客情報や機密情報の漏洩等の防止は、会社の信用維持、円滑な事業運営にとって、必要不可欠の事項といえま

す。当社グループにおいては、社内規程の制定、社内教育、情報セキュリティシステムの構築等の措置を講じてい

ますが、万一、情報漏洩等の事態が発生した場合、当社グループの信用低下、顧客等に対する損害賠償責任が発生

し、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。
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３ 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

当連結会計年度における当社グループ（当社及び連結子会社）の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フロー

（以下、「経営成績等」という。）の状況の概要は次のとおりであります。

なお、「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年３月31日）等を当連結会計年度の期首から

適用しており、当該会計基準等を遡って適用した後の数値で前連結会計年度との比較・分析を行っております。

（1）経営成績等の状況の概要

① 財政状態及び経営成績の状況

当連結会計年度における世界経済は、新型コロナウイルス感染症の影響により停滞していた経済活動も回復基調

となってきましたが、半導体を始めとした部材不足や原材料価格高騰に加え、ウクライナ情勢の悪化など、先行き

が不透明な状態が続いております。

このような情勢の中、当社グループは従業員の安全を確保しつつ受注獲得に努め、国内外に拡販を図るとともに、

生産効率化や原価低減などの推進に取り組んでまいりました。

以上の結果、当連結会計年度の売上高は、主に部品加工関連事業の増収により23,904百万円（前期比8.1％増）と

なりました。

損益につきましては、両事業とも堅調に推移し、営業利益は751百万円（前期比62.2％増）、経常利益は638百万

円（前期比50.5％増）となりました。親会社株主に帰属する当期純利益は370百万円（前期比47.9％増）となりまし

た。

また、当連結会計年度末の総資産は、前連結会計年度末に比べ973百万円増加し33,970百万円（前期末比3.0％

増）となりました。このうち流動資産は843百万円増加し19,696百万円（前期末比4.5％増）となり、固定資産は104

百万円増加し14,247百万円（前期末比0.7％増）となりました。流動資産の増加の主な要因は、電子記録債権が864

百万円減少したものの、現金及び預金が1,599百万円増加したことによります。固定資産の増加の主な要因は、投資

その他の資産が51百万円減少したものの、有形固定資産が169百万円増加したことによります。

当連結会計年度末の負債合計は、前連結会計年度末に比べて275百万円増加し23,264百万円（前期末比1.2％増）

となりました。このうち流動負債は2,787百万円増加し14,827百万円（前期末比23.2％増）となり、固定負債は

2,511百万円減少し8,437百万円（前期末比22.9％減）となりました。流動負債の増加の主な要因は、短期借入金が

2,410百万円増加したことによります。固定負債の減少の主な要因は、社債が840百万円、リース債務が335百万円増

加したものの、長期借入金が3,715百万円減少したことによります。

当連結会計年度末の純資産合計は、前連結会計年度末に比べて698百万円増加し10,705百万円（前期末比7.0％

増）となりました。増加の主な要因は親会社株主に帰属する当期純利益370百万円を計上し、為替換算調整勘定が

379百万円増加したことによるものであります。

セグメントの業績を示すと、次のとおりであります。

工作機械関連事業部門

工作機械関連事業におきましては、長期に渡る新型コロナウイルス感染症の影響等により受注が減少しておりま

したが、昨年より商社との関係強化、新市場開拓に取り組み、下期より受注が大幅に回復いたしました。その結果

として、売上高は12,411百万円（前期比5.0％減）となりました。損益面におきましては、利益貢献度の高いシステ

ム案件の減収により、セグメント利益（営業利益）は142百万円（前期比66.5％減）となりました。なお、収益認識

会計基準等の適用により、売上高は82百万円増加し、営業利益は44百万円増加しております。
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部品加工関連事業部門

部品加工関連事業におきましては、国内外において新型コロナウイルス感染症の影響を大きく受けた前年から一

転、主要顧客の大幅な需要回復により当社生産量も急激に回復した結果、売上高は11,421百万円（前期比27.2％

増）となりました。損益面におきましては、生産量回復による工場での操業改善や前年より力を入れて取り組んで

いる生産性向上活動・ロス取り活動による費用削減により、セグメント利益（営業利益）は557百万円（前期は営業

損失14百万円）となりました。なお、収益認識会計基準等の適用による影響はありません。

その他部門

その他事業の部門におきましては、不動産賃貸事業により、売上高は70百万円（前期と同額）となり、セグメン

ト利益（営業利益）は51百万円（前期比0.3％増）となりました。

② 生産、受注及び販売の実績

ａ．生産実績

当連結会計年度における生産実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

セグメントの名称 生産高(百万円) 前年同期比(％)

工作機械関連事業 12,634 0.4

部品加工関連事業 11,947 29.1

その他 ― ―

合計 24,581 12.5

(注) １．セグメント間取引については、相殺消去しておりません。

２．金額は販売価格によっております。

ｂ．受注実績

当連結会計年度における受注実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

セグメントの名称 受注高(百万円) 前年同期比(％) 受注残高(百万円) 前年同期比(％)

工作機械関連事業 14,009 131.7 7,228 59.5

部品加工関連事業 11,327 11.0 4,012 △2.3

その他 70 ― ― ―

合計 25,407 55.7 11,240 30.1

(注) セグメント間取引については、相殺消去しております。
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ｃ．販売実績

当連結会計年度における販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

セグメントの名称 販売高(百万円) 前年同期比(％)

工作機械関連事業 12,411 △5.0

部品加工関連事業 11,421 27.2

その他 70 ―

合計 23,904 8.1

(注) １．セグメント間取引については、相殺消去しております。

２．主な相手先別の販売実績及び総販売実績に対する割合は、次のとおりであります。

相手先
前連結会計年度 当連結会計年度

販売高(百万円) 割合(％) 販売高(百万円) 割合(％)

ヤマハ発動機株式会社 5,939 26.8 7,962 33.3

③キャッシュ・フローの状況

当連結会計年度における現金及び現金同等物は、前期と比べて1,659百万円増加し6,599百万円（前期末比33.6％

増）となりました。

営業活動によるキャッシュ・フローは、2,250百万円の収入（前期比154.5％増）となりました。これは主として

減少要因である棚卸資産の増加額340百万円を、売上債権の減少額1,609百万円、仕入債務の増加額1,005百万円及

び減価償却費1,129百万円等が上回ったことによります。

投資活動によるキャッシュ・フローは、518百万円の支出（前期比61.7％減）となりました。これは主に有形固

定資産の取得によるものです。

財務活動によるキャッシュ・フローは、337百万円の支出（前期比7.5％増）となりました。これは主として社債

の発行による収入を借入金の返済による支出が上回ったことによります。

当社グループの資本の財源及び資金の流動性

当社グループの運転資金需要のうち主なものは、受注から売上までのリードタイムが長い工作機械関連事業のシ

ステム工作機械の仕掛品であります。投資を目的とした資金需要は、設備投資によるものであります。

設備投資資金や長期運転資金の調達は自己資金及び金融機関からの長期借入を基本としており、短期運転資金の

調達につきましては、金融機関からの短期借入を基本としております。

なお、当連結会計年度末における借入金、リース債務及び社債を含む有利子負債の残高は11,913百万円となって

おります。また、当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は6,599百万円となっております。

（2）重要な会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定

当社グループの連結財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づき作成されて

おります。この連結財務諸表の作成に当たっては、会計方針の選択・適用、資産・負債及び収益・費用の報告金額

及び開示に影響を与える見積りを必要とします。これらの見積りについて過去の実績等を勘案し合理的に判断して

いますが、実際の結果は、見積り特有の不確実性があるため、これらの見積りと異なる場合があります。

当社グループは、特に以下の重要な会計方針が、当社グループの連結財務諸表の作成において重要な判断と見積

りに大きな影響を及ぼすと考えております。
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ａ．棚卸資産

当社グループは、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項４.（１）③棚卸資産に記載のとおり、棚卸

資産の貸借対照表価額は主として、工作機械関連事業における商品・製品・仕掛品は個別法、部品加工関連事業に

おける商品・製品・仕掛品は総平均法による原価法（収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）により算定してお

り、期末における正味売却価額が取得原価を下回っている場合には、当該正味売却価額をもって貸借対照表価額と

しております。

このうち工作機械関連事業の仕掛品の正味売却価額は、売価から見積追加製造原価及び見積販売直接経費を控除

して見積られます。見積追加製造原価等は将来の追加費用を含んだ実行予算等を使用して見積られますが、実行予

算等の策定に当たっては工作機械の完成のために必要となる作業内容及び工数の見積りに不確実性を伴います。

当連結会計年度の貸借対照表上、商品及び製品が1,864百万円、仕掛品が2,941百万円、原材料及び貯蔵品が

1,659百万円計上されていますが、これらのうち、工作機械関連事業セグメントの仕掛品が2,475百万円となり、総

資産の7.3％を占めております。

また、当事業年度の貸借対照表上、商品及び製品が805百万円、仕掛品が2,814百万円、原材料及び貯蔵品が

1,129百万円計上されていますが、これらのうち、工作機械関連事業セグメントの仕掛品が2,385百万円となり、総

資産の7.6％を占めております。

ｂ．貸倒引当金

当社グループは、債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、また貸倒懸念債権等特

定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込み額を計上しております。

ｃ．繰延税金資産

当社グループは、繰延税金資産について、その回収可能性を考慮して、回収不能額に対して評価性引当額を計上

しております。繰延税金資産を計上するに当たっては、将来の課税所得、回収見込みを検討のうえ慎重に行ってお

ります。

ｄ．退職給付に係る会計処理の方法

当社グループの退職給付費用及び債務の計算は、数理計算上で設定される前提条件に基づいて算出されておりま

す。これらの前提条件には、割引率、将来の報酬水準、退職率、死亡率及び年金資産の期待運用収益率等が含まれ

ます。これらの仮定と実際の差額は数理計算上の差異として累積され、期間損益計算において、将来の会計期間に

わたって償却されます。

４ 【経営上の重要な契約等】

(1) 技術受入契約

相手方の名称 国名 契約品目 契約内容 契約期間

日産自動車株式会社 日本
ホーニング機能搭載
マシニングセンタ

技術情報に関
する実施許諾
契約

2016年11月１日から
2021年10月31日まで
（以後、１年ごとに自動更
新）

(2) 技術援助契約

相手方の名称 国名 契約品目 契約内容 契約期間

BANGKOK ENSHU MACHINERY Co.,Ltd. タイ

EV360Te、EV450Te、
GE15Ve、GE30Ve、
WE30Ve
立形マシニングセンタ

製造に関する
技術及び販売
契約

2020年２月11日から
2023年２月10日まで
（以後、２年ごとに自動更
新）

遠州（青島）機床製造有限公司 中国

EV360Te、EV450Te
GE15Ve、GE30Ve、
WE30Ve
立形マシニングセンタ

製造に関する
技術及び販売
契約

2020年２月21日から
2023年２月20日まで
（以後、２年ごとに自動更
新）

ENSHU VIETNAM Co.,Ltd. ベトナム
鍛造ピストン及び
ボディーシリンダ

製造に関する
技術

2013年４月１日から
2014年３月31日まで
（以後、１年ごとに自動更
新）

(注) 上記の技術援助契約においては、ロイヤリティとして売上高の一定率を受け取っております。
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５ 【研究開発活動】

当社グループでは、「お客様の期待に応え選ばれ続けるブランドになる」ため、本部間コア技術を活かしたシナジ

ー効果、高付加価値化を織込んだシステム工作機械、レーザー技術を用いた機械加工分野において、市場ニーズを先

取りして新たな市場を開拓するために、新製品、新技術の研究開発、実証を進めております。

なお、当社グループにおける研究開発活動は、提出会社の営業・開発本部 開発部が行っております。

同部門においては、弊社が得意とする自動車向けパワートレイン部品や、拡大傾向にあるEV用部品のバッテリーケ

ースやモーターハウジングといったe-アクスル系部品にも対応可能な「GE30V」をリニューアルしました。同時に、

既開発済みの「E-Loader」、「ストッカーシステム」を組合せ、内燃機関から電動車への移行期間投資に最適な「多

品種少量生産」が可能な生産システムを発表いたしました。これらは組合せを変更することによって「多品種少量生

産」のみならず、「自動化」、「手動化」、「量産ライン」に対応することが出来ます。

また、部品加工関連事業部門の量産ラインへ新機種、新技術を投入し、工場のショールーム化、技術のスパイラル

アップに努めると共に、次世代技術の先行実証試験も量産ラインを活用して積極的に取り組んでおります。

現在、生産人口減少と生産費用削減要求といった市場課題に対応すべく、今まで以上に「自動化」を織り込み易い

製品、それを支援する周辺装置、システムインテグレ―ション技術の拡充、お客様自ら弊社以外のシステムを利用し

ても「自動化」対応がし易い新製品を開発しております。

カーボンニュートラル、ＳＤＧｓの観点では、弊社製品・技術利用による実生産性向上だけでなく、お客様での運

用時に加え、自社での生産時における資源やエネルギーも従来機種より削減可能な新製品の開発に取り組んでおりま

す。

現在開発中の新機種に織り込まれる技術は順次、従来機種にも取り組む予定であり、全ての製品において、地球環

境に優しい製品化を進めてまいります。

当連結会計年度における研究開発費は511百万円であります。
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第３ 【設備の状況】

１ 【設備投資等の概要】

当社グループでは設備投資については合理化、省力化並びに生産設備の増強を図るため、主として提出会社におい

て行っております。

　当連結会計年度の設備投資（有形固定資産のほか無形固定資産を含む）の総額は1,093百万円であります。

　工作機械関連事業部門におきましては、設備の更新、合理化のため378百万円の設備投資を実施いたしました。

　部品加工関連事業部門におきましては、設備の更新、合理化のため715百万円の設備投資を実施いたしました。

　また、当連結会計年度において重要な設備の除却、売却等はありません。

２ 【主要な設備の状況】

2022年３月31日現在における当社グループの主要な設備は、次のとおりであります。

(1) 提出会社

事業所名
(所在地)

セグメントの
名称

設備の内容

帳簿価額(百万円)

従業員数
(名)建物及び

構築物

機械装置
及び
運搬具

土地

(面積千㎡)

リース
資産

その他 合計

本社及び工場
(静岡県浜松市
南区)

工作機械
関連事業
部品加工
関連事業
その他

工作機械
生産設備
輸送機器部
品加工設備
賃貸設備

1,645 2,371
5,794
(114)

357 442 10,611 442

浜北工場
(静岡県浜松市
浜北区)

工作機械
関連事業

工作機械
生産設備

383 49
1,597
(56)

― 68 2,098 253

(注) １．帳簿価額のうち「その他」は、工具、器具及び備品及び無形固定資産及び建設仮勘定の合計であります。

２．上記中、本社及び工場の建物及び構築物、土地には賃貸中のもの1,746百万円を含んでおります。

(2) 在外子会社

会社名
事業所名
(所在地)

セグメント
の
名称

設備の内
容

帳簿価額(百万円)

従業員数
(名)建物及び

構築物

機械装置
及び
運搬具

土地

(面積千㎡)

リース
資産

その他 合計

ENSHU

VIETNAM

Co.,Ltd.

ベトナム工場

(ベトナム

バクニン)

部品加工
関連事業

輸送機器
部品加工
設備

568 395
―

(―)
― 16 979 187

(注) １．帳簿価額のうち「その他」は、工具、器具及び備品及び建設仮勘定の合計であります。

２．上記の他、土地（23,417㎡）を賃借しており、一括支払した長期賃借料（170百万円）は、連結貸借対照表

の「有形固定資産」の「その他」に計上しております。

３ 【設備の新設、除却等の計画】

(1) 重要な設備の新設等

該当事項はありません。

(2) 重要な設備の除却等

該当事項はありません。
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第４ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 15,000,000

計 15,000,000

② 【発行済株式】

種類
事業年度末現在
発行数(株)

(2022年３月31日)

提出日現在
発行数(株)

(2022年６月29日)

上場金融商品取引所名又は
登録認可金融商品取引業協会名

内容

普通株式 6,353,454 6,353,454
東京証券取引所

市場第一部（事業年度末現在）
プライム市場（提出日現在）

単元株式数は
100株であります。

計 6,353,454 6,353,454 ― ―

(2) 【新株予約権等の状況】

① 【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。

　

② 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

③ 【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

　該当事項はありません。

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式
総数増減数

(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
(百万円)

資本金残高
(百万円)

資本準備金
増減額
(百万円)

資本準備金
残高

(百万円)

2018年６月28日
(注)１

― 63,534,546 ― 4,640 △1,230 ―

2018年10月１日

(注)２
△57,181,092 6,353,454 ― 4,640 ― ―

(注) １．資本準備金の減少は、2018年６月28日開催の第150回定時株主総会の決議に基づく欠損補填によるものであ

ります。

２．株式併合（10：１）によるものであります。
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(5) 【所有者別状況】

　 2022年３月31日現在

区分

株式の状況(１単元の株式数100株)

単元未満
株式の状況

(株)
政府及び
地方公共
団体

金融機関
金融商品
取引業者

その他
の法人

外国法人等
個人
その他

計

個人以外 個人

株主数(人) ― 19 25 106 26 5 3,820 4,001 ―

所有株式数
(単元)

― 12,882 1,206 10,907 1,984 40 36,244 63,263 27,154

所有株式数
の割合(％)

― 20.36 1.91 17.24 3.14 0.06 57.29 100.00 ―

(注) １．自己株式48,118株は、「個人その他」に481単元及び「単元未満株式の状況」に18株含めて記載してありま

す。

２．上記「その他の法人」には、証券保管振替機構名義の株式が１単元含まれております。

(6) 【大株主の状況】

　 2022年３月31日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数

(株)

発行済株式
(自己株式を
除く。)の

総数に対する
所有株式数
の割合(％)

エンシュウ取引先持株会 静岡県浜松市南区高塚町4888番地 817,890 12.97

ヤマハ発動機株式会社 静岡県磐田市新貝2500番地 645,739 10.24

日本マスタートラスト信託銀行株式
会社（信託口）

東京都港区浜松町２丁目11番３号 513,500 8.14

浜松ホトニクス株式会社 静岡県浜松市東区市野町1126番地１号 200,000 3.17

前尾 和男 和歌山県紀の川市 186,700 2.96

株式会社みずほ銀行 東京都千代田区大手町１丁目５番５号 157,267 2.49

みずほ信託銀行株式会社 東京都千代田区丸の内１丁目３番３号 145,500 2.30

株式会社りそな銀行 大阪府大阪市中央区備後町２丁目２番１号 141,425 2.24

エンシュウ従業員持株会 静岡県浜松市南区高塚町4888番地 121,421 1.92

株式会社日本カストディ銀行（信託
口）

東京都中央区晴海１丁目８番12号 115,700 1.83

計 ― 3,045,142 48.28
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(7) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

　 2022年３月31日現在

区分 株式数(株) 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式（自己株式等） ― ― ―

議決権制限株式（その他） ― ― ―

完全議決権株式（自己株式等）
（自己保有株式）

― ―
普通株式 48,100

完全議決権株式（その他） 普通株式 6,278,200 62,782 ―

単元未満株式 普通株式 27,154 ― ―

発行済株式総数 6,353,454 ― ―

総株主の議決権 ― 62,782 ―

(注) １．「完全議決権株式（その他）」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が100株（議決権１個）含

まれております。

２．「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式18株が含まれております。

② 【自己株式等】

2022年３月31日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数

(株)

他人名義
所有株式数

(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

(自己保有株式)
エンシュウ株式会社

静岡県浜松市南区
高塚町4888番地

48,100 ― 48,100 0.75

計 ― 48,100 ― 48,100 0.75
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２ 【自己株式の取得等の状況】

【株式の種類等】 会社法第155条第７号による普通株式の取得

(1) 【株主総会決議による取得の状況】

　該当事項はありません。

(2) 【取締役会決議による取得の状況】

　該当事項はありません。

(3) 【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

区分 株式数(株) 価額の総額(百万円)

当事業年度における取得自己株式 270 0

当期間における取得自己株式 61 0

(注) 当期間における取得自己株式には、2022年６月１日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りに

よる株式数は含めておりません。

(4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

区分

当事業年度 当期間

株式数(株)
処分価額の総額

(百万円)
株式数(株)

処分価額の総額
(百万円)

引き受ける者の募集を行った
取得自己株式

― ― ― ―

消却の処分を行った取得自己株式 ― ― ― ―

合併、株式交換、株式交付、会社分割に係
る移転を行った取得自己株式

― ― ― ―

その他 ― ― ― ―

保有自己株式数 48,118 ― 48,179 ―

(注) 当期間における保有自己株式には、2022年６月１日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りに

よる株式数は含めておりません。

３ 【配当政策】

当社は、利益の最大化を図りながら、利益剰余金の積み増しによる財務体質の強化と安定的な配当継続を基本的な

方針としております。

当社は、中間配当を行うことができる旨を定款で定めております。配当の決定機関は、中間配当は取締役会、期末

配当は株主総会であります。

当事業年度の剰余金の配当につきましては、上記の基本方針のもと1株当たり13円としております。

定款で定めております中間配当を実施するか否かは、そのときどきの事業環境、事業見通しを踏まえて、取締役会

にて決定いたします。

内部留保資金の使途につきましては、今後の事業拡大に向けた設備投資に充当する予定です。

(注) 基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。

決議年月日
配当金の総額

(百万円)
１株当たり配当額

(円)

2022年６月29日
81 13

定時株主総会決議
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４ 【コーポレート・ガバナンスの状況等】

(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】

① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

取締役会は、当社経営理念に基づき、様々なステークホルダーとの共存共栄を図りながら、持続的な成長と中長

期的な企業価値向上を企図した経営を行っております。

　その実現のためには、経営の透明性、法令遵守及び環境変化への迅速な対応等を確保できる体制が必要であり、

取締役会はコーポレートガバナンス・ガイドラインを制定してコーポレートガバナンスの維持、強化に努めており

ます。コーポレートガバナンス・ガイドラインは、当社ホームページに公表しております。

② 企業統治の体制の概要及び採用する理由

　当社は、監査等委員会設置会社であり、コーポレート・ガバナンス体制の主たる機関として取締役会、監査等委員

会を設置し、その補完機関として内部統制会議や指名・報酬委員会などを設置しております。

　当社は、経営における監督機能と業務執行機能を分離し、併せて業務執行権限の重要な業務執行のうち会社法で定

められた取締役会決議事項を除き、代表取締役社長に委任をすることにより、業務執行の充実・迅速化、ならびに執

行責任の明確化を図っております。経営体制を強化することを目的として、業務執行取締役３名による経営会議を設

置し、また、執行役員制度も導入しております。

ⅰ）取締役会

　取締役会は、７名の取締役（うち３名は独立社外取締役であり、そのうち２名は監査等委員）で構成され、原則と

して月１回以上開催し、法令上定められている事項等の決定、及び業務執行状況の監督を行っております。なお、当

社は重要な業務執行を会社法で定められた取締役会決議事項を除き、代表取締役社長に委任しております。

ⅱ）監査等委員会

　監査等委員会は、３名の監査等委員（うち２名は社外取締役）で構成され、原則として月１回開催されておりま

す。常勤監査等委員は、各種の会議に出席し業務執行の状況を詳細に把握・監視すると共に、監査等委員会にて報告

を行い、経営へのチェックを行っております。

ⅲ）内部統制会議

　内部統制会議は、内部統制を推進する組織として、社長により設置された組織であり、そのもとに「リスク・コン

プライアンス委員会」「安全衛生委員会」「債権管理委員会」「情報管理委員会」を設置しております。同委員会

は、年２回の内部統制会議において活動状況の報告を行い、取締役会はこれをレビューしております。

ⅳ）経営会議

　経営会議は、取締役を兼務する技術・製造本部長、管理本部長、営業・開発本部長により構成され、原則として週

１回開催、重要案件の協議、決議を行っております。

ⅴ）指名・報酬委員会

　指名・報酬委員会は、役員の選任・解任や報酬決定等における透明性や妥当性を高めるため、取締役会の指名・報

酬に関する諮問機関として設置されています。委員会では、取締役会決議事項の人事に関する事項について、原案を

決議する権限を有しており、取締役会はこれを十分に尊重することとしております。

　「指名」に関する役割としては、将来への経営戦略及びそれを実践するための人物要件等を確認しながら、社長を

はじめとする取締役・執行役員の選任・解任・昇格・降格を審議し、それらの経営幹部の育成状況を監督していま

す。「報酬」に関する役割としては、社長をはじめとする取締役・執行役員の報酬決定に関する方針及び個人別の評

価・報酬について審議しています。

　委員会は委員５名の委員（うち３名は社外取締役）で構成され、原則として年２回以上開催されています。

ⅵ）SDGs委員会

　SDGs委員会は、代表取締役社長を委員長とし、気候変動などの地球環境問題、人権の尊重、従業員の健康・労働環

境、地域社会への貢献、自然災害等への危機管理などサステナビリティを巡る課題に対しての取組みを推進しており

ます。また、委員会の活動内容を取締役会に報告しております。

ⅶ）DX諮問委員会

DX諮問委員会は、DX推進、IT戦略、情報セキュリティの構築を目的に取締役会の諮問機関として設置されておりま

す。外部よりDXの専門家を顧問として招聘し、同顧問がDX諮問委員会の委員長を担っております。
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機関ごとの構成員は次のとおりであります。（◎は、議長・委員長を表す。△は、陪席を表す。）

役 職 名 氏 名 取締役会 監査等委員会 内部統制会議 経営会議
指名・報酬
委員会

代表取締役社長
社長執行役員

山下 晴央 ◎ ◎ ◎ ◎

代表取締役会長
会長執行役員

勝倉 宏和 〇 〇 〇 〇

取締役
副社長執行役員

鈴木 敦士 〇 〇 〇

社外取締役 墨岡 良一 〇 〇

取締役
常勤監査等委員

中山 喜則 〇 ◎ △ △

社外取締役
監査等委員

森 和彦 〇 ○ 〇

社外取締役
監査等委員

村松 奈緒美 〇 ○ 〇

上席執行役員 鈴木 利夫 〇

上席執行役員 板垣 成信 〇

執行役員 加藤 猛 〇

執行役員 田代 繁甲 〇

執行役員 山田 博之 〇

当社のコーポレート・ガバナンスの体制模式図は次のとおりであります。
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③ 企業統治に関するその他の事項

ⅰ）内部統制システムの整備の状況

イ. 法令遵守の体制

・当社は、当社グループにおける取締役、執行役員及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを

確保するため、当社グループ各社が行動規範を定めるとともに、法務室を設置して各種法令に関する社内指

導を行っております。また法令遵守の全社的推進組織として内部統制会議議長より任命された担当部長を委

員長とする「リスク・コンプライアンス委員会」を設置し、当社の行動規範をはじめとした遵守すべきルー

ルの周知・徹底を図るため「コンプライアンスマニュアル」を作成して、教育・啓蒙活動を行っておりま

す。

・当期は前期の「コンプライアンス意識調査」の結果を踏まえパワハラなど重点課題を絞って取り組みまし

た。取組みの有効性について、１月に意識調査を実施して確認するとともに、その結果を全従業員に公表し

てコンプライアンス意識の向上と啓蒙を図りました。

・反社会的勢力との関係遮断、排除の取組みとして、従業員への教育・啓蒙活動を行うとともに、外部専門機

関（静岡県企業防衛対策協議会等）とも連携して反社会的勢力に関する情報収集をし、予防対策を継続的に

行っております。

ロ. 効率性確保の体制

・当社は「組織・職務権限規定」を定めて、社長、執行役員及び役職者の職務権限と業務分掌を明示し効率的

な職務執行体制を確保しております。

・取締役会は、「取締役会規則」によって定められた重要な決議事項を定めるとともに、業務執行役員に対す

る職務執行状況について年４回の定期報告を義務化しております。当期は取締役会を16回開催しておりま

す。

・取締役会の実効性確保のため、各取締役に対して「取締役会評価に関するアンケート」を行い、その分析・

評価の結果を取締役会運営の改善に活かしております。

・また、会社経営の円滑な遂行を図るため執行役員兼務取締役３名により構成される経営会議を設置しており

ます。経営会議において、一切の経営に関する重要な事項について必要な協議を行っており経営会議での重

要事項は取締役会へ報告しております。当期は、当社の体制を事業別組織から機能別組織へと転換しており

これに伴う諸課題により迅速にかつ適切に対処し成果を上げるため、経営会議の開催頻度を月２回から週１

回に増やしました。

・当社グループとしては、例年当社グループ各社の役員が一堂に会する「現法合同役員会」を開催し、グルー

プ各社の重要な経営方針の確認ならびに承認を行っておりましたが、当期についても新型コロナウイルス感

染症予防、移動制限のためウェブ会議に切り替えて実施しました。その他にグループ各社と当社で毎月個別

にウェブ会議を開催し、経営課題の把握と指示を行っております。また、「関係会社管理規程」により、そ

の他の重要な案件の報告及び承認についてもルールを定め、当社グループ各社の取締役等の職務の執行が効

率的に行われる体制を確保しております。

ⅱ）リスク管理の体制の整備の状況

イ. リスク要因の整理と対応

・当社グループにおける損失の危険の管理に関する取り組みとして、「リスク・コンプライアンス委員会」を

設置し、当社各部門及び当社グループ各社におけるリスク管理体制の整備の支援をするとともに、当社グル

ープとして経営活動を阻害するリスク要因を整理し、特定した重要リスクについては、各部門において、そ

の発生予防と損害の最小化を図ってまいりました。重要リスクの再評価及び見直しについては、年２回行っ

ております。

ロ. リスク情報の伝達

・当社では「即報制度」ならびに「関係会社管理規程」を制定し、当社及び当社グループで発生した重要事案

については、当社及び当社取締役（監査等委員である取締役を含む）に速やかに報告される体制を確立して

おります。特に会社に重大な影響を及ぼす可能性のある品質問題については、経営会議で取り上げて対応を

協議しております。
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ハ. 情報の保存管理

・当社は、許認可文書・決算書類・契約書・諸規程・決議書類・その他法令により作成が義務づけられている

文書を含む一切の業務文書で一定期間保存を要するものについては、必要な事項を「文書管理規程」に定め

て、適切に保存管理しております。また、情報システムのセキュリティ対策として「標的型攻撃メール訓

練」を実施し、当期は不審メール受信時のセキュリティ部署への通報体制の強化に重点をおきながら情報漏

洩リスク低減に努めてまいりました。

ニ. 監査を支える体制

・監査等委員は取締役会及び経営会議等の重要な会議に出席し、また、代表取締役及び会計監査人との定期的

な意見交換の場を通して内部統制システムの整備・運用状況を確認しております。更に、監査等委員は内部

監査部からの毎月の定例報告会等により、内部監査部の監査計画に基づく監査の状況の報告を受け、また、

監査等委員会として年２回監査結果の報告を受けております。なお、当期から内部監査部員を１名増員する

ことで、職場業務監査の体制を強化し、監査の質の向上を図っております。

ⅲ）子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況

イ. 当社の子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制

・当社の取締役等は、当社の子会社が重要事項を当社に報告するための規程として「関係会社管理規程」を定

めております。また、業務執行状況・財務状況等を定期的に当社に報告する体制を確保し、年２回の現法合

同役員会等を通じて、円滑な情報交換を推進しております。

ロ. 当社の子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制

・当社の取締役等は、当社の子会社の損失の危険の管理を推進するため、年２回の現法合同役員会等を通じて、

子会社の取締役等との情報交換を行い、また、必要に応じて取締役等または社員を子会社に派遣しておりま

す。当社の「リスク・コンプライアンス委員会」は、子会社の損失の危険の管理に関し、必要な指導を行っ

ております。

ハ. 当社の子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

・当社の取締役等は、当社の子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するため、「関係

会社管理規程」を定め、年２回の現法合同役員会等により、情報交換を行い、また必要に応じて取締役等ま

たは社員を子会社に派遣しております。

ニ. 当社の子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

・当社の取締役等は、当社の子会社の取締役等に対し、「関係会社管理規程」により必要な報告を求め、所在

国の法令等を踏まえて各社ごとに「行動規範」を定めるよう指示し、子会社の取締役等は、法令及び定款を

遵守するための法令遵守体制を整備しております。また、当社の取締役等は、当社の子会社の取締役等の職

務の執行が法令及び定款に適合することを確保するため、年２回の現法合同役員会等を通じて情報交換を行

い、また必要に応じて、取締役等または社員を子会社に派遣しております。

④ 責任限定契約の内容の概要

当社は、2016年６月29日開催の第148回定時株主総会で定款を変更し、取締役（業務執行取締役等であるものを除

く）の責任限定契約に関する規定を設けております。当該定款に基づき当社が取締役中山喜則氏及び社外取締役の

全員と締結した責任限定契約の内容の概要は次のとおりであります。

・取締役（業務執行取締役等であるものを除く）が任務を怠ったことにより当社に損害賠償責任を負う場合は、

100万円または会社法第425条第1項に規定する最低責任限度額いずれか高い額を限度として、その責任を負うこ

ととします。

・上記の責任限定が認められるのは、当該取締役（業務執行取締役等であるものを除く）が責任の原因となった

職務の遂行について善意かつ重大な過失がないときに限るものとします。
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⑤ 取締役に関する事項

ⅰ）取締役の定数

当社の取締役（監査等委員であるものを除く）は10名以内とし、監査等委員である取締役は５名以内とする

旨定款に定めております。

ⅱ）取締役選任の決議要件

当社は、取締役の選任決議について、株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の３分の

１以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款で定めております。

また、取締役の選任決議は累積投票によらないものとする旨も定款で定めております。

⑥ 株主総会決議に関する事項

ⅰ）株主総会決議事項を取締役会で決議できることとしている事項

（自己の株式の取得）

当社は、機動的な資本政策の遂行を可能とするため、会社法第165条第２項の規定により、取締役会の決議に

よって同条第１項に定める市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款で定めております。

（中間配当）

当社は、株主への機動的な利益還元を可能とするため、会社法第454条第５項の規定により、取締役会の決議に

よって中間配当を行うことができる旨を定款で定めております。

ⅱ）株主総会の特別決議要件

当社は、株主総会における特別決議の定足数を緩和し、株主総会の円滑な運営を行うため、会社法第309条第２

項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その

議決権の３分の２以上をもって行う旨を定款で定めております。
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(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性6名 女性1名 （役員のうち女性の比率14％）

役職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数
（株）

代表取締役社長
社長執行役員

技術・製造本部長
山 下 晴 央 1959年１月１日生

1981年４月 当社入社

2006年４月 工作機械事業部メカ設計グループ長

2007年４月 工作機械事業部技術部長

2008年４月 部品事業部製造部長

2010年８月 工作機械事業部営業部主幹

2011年１月 ENSHU(THAILAND)LIMITED 社 長 兼

BANGKOK ENSHU MACHINERY Co.,Ltd.

社長就任

2012年４月 工作機械事業部副事業部長

2012年６月 取締役工作機械事業部長就任

2014年６月 常務取締役工作機械事業部長就任

2014年12月 常務取締役工作機械・レーザー事業

部長就任

2016年４月 代表取締役 副社長執行役員就任

2017年４月 代表取締役社長 社長執行役員就任

2021年４月 代表取締役社長 社長執行役員

兼 技術・製造本部長就任（現任）

(注)２ 20,200

代表取締役会長
会長執行役員
管理本部長

勝 倉 宏 和 1960年10月29日生

1983年４月 ㈱日本興業銀行入行

2009年１月 ㈱みずほコーポレート銀行

営業第七部 副部長

2010年12月 ㈱みずほフィナンシャルグループ

監査役室 室長

2013年２月 当社出向

管理本部企画推進室長（理事）就任

2013年８月 管理本部企画財務部長（理事）就任

2014年６月 ㈱みずほフィナンシャルグループ退

社・当社入社

取締役管理本部長

2016年４月 取締役 常務執行役員 管理本部長

就任

2017年４月 代表取締役 副社長執行役員

兼 管理本部長就任

2020年12月 代表取締役会長 会長執行役員

兼 管理本部長就任（現任）

(注)２ 14,800

取締役
副社長執行役員
営業・開発本部長

鈴 木 敦 士 1961年９月16日生

1986年４月 当社入社

2007年４月 ENSHU GmbH社長就任

2008年４月 工作機械事業部営業管理部長

2009年４月 工作機械事業部営業部主幹

2011年10月 工作機械事業部営業部主幹

兼 グローバル推進室部長

2012年４月 工作機械事業部営業部長

2012年６月 取締役工作機械事業部営業部長就任

2013年４月 取締役工作機械事業部副事業部長

就任

2014年12月 取締役工作機械・レーザー事業部

副事業部長就任

2016年４月 取締役 上席執行役員 工作機械・

レーザー事業部長就任

2016年６月 上席執行役員 工作機械・レーザー

事業部長就任

2018年４月 常務執行役員 工作機械・レーザー

事業部長就任

2020年12月 副社長執行役員 兼 工作機械・レ

ーザー事業部長就任

2021年４月 副社長執行役員 兼 営業・開発本

部長就任

2021年６月 取締役 副社長執行役員

兼 営業・開発本部長就任（現任）

(注)２ 17,100
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役職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数
（株）

取締役 墨 岡 良 一 1956年４月25日生

1980年４月 ヤマハ発動機㈱入社

2007年６月 Yamaha Motor Asia Pte. Ltd.社長

2010年１月 ヤマハ発動機㈱

MC事業本部事業戦略統括部長

2011年３月 同社執行役員

MC事業本部第１事業部長

2012年３月 同社上席執行役員

MC事業本部第３事業部長

2013年１月 同社上席執行役員

企画・財務本部副本部長

2017年３月 同社退任・顧問就任

2017年６月 取締役就任(現任）

2019年３月 ヤマハ発動機㈱ 顧問退任

(注)２ ―

取締役
常勤監査等委員

中 山 喜 則 1969年８月24日生

1993年４月 ㈱あさひ銀行入行

2015年４月 ㈱りそな銀行彦根支店長

2017年４月 同行橋本支店長

2020年４月 同行八王子支店長

2022年２月 当社出向 管理本部理事就任

2022年６月 ㈱りそな銀行退社・当社入社

取締役（監査等委員）就任（現任）

(注)３ ―

取締役
監査等委員

森 和 彦 1956年12月11日生

1979年４月 ㈱協和銀行入行

1999年７月 ㈱あさひ銀行大船支店長

2001年７月 同行本店営業第一部副部長

2003年10月 ㈱りそな銀行東京営業第四部長

2006年４月 同行横須賀支店長

2009年７月 同行渋谷エリア営業第一部長

2011年７月 浜松ホトニクス㈱出向財務部長

2012年12月 同社常勤監査役就任

2017年12月 同社取締役兼管理部長就任

2018年６月 取締役（監査等委員）就任（現任）

2020年12月 浜松ホトニクス㈱上席執行役員

兼 管理部長（現任）

(注)４ ―

取締役
監査等委員

村 松 奈 緒 美 1972年７月20日生

2002年10月 静岡県弁護士会登録

2002年10月 石塚・村松法律事務所入所（現任）

2011年２月 ㈱サーラコーポレーション社外監査

役就任

2020年２月 同社社外取締役（監査等委員）就任

（現任）

2022年６月 取締役（監査等委員）就任（現任）

(注)５ ―

計 70,300

　　　
(注) １．取締役 墨岡 良一、森 和彦、村松 奈緒美は、社外取締役であります。

２．取締役の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時

までであります。

３．常勤監査等委員 中山 喜則の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定

時株主総会終結の時までであります。

４．監査等委員 森 和彦の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主

総会終結の時までであります。

５．監査等委員 村松 奈緒美の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時

株主総会終結の時までであります。

６．当社は、法令に定める監査等委員の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠

の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりで

あります。

氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数
（株）

石塚 伸 1947年６月16日生
1984年10月

1984年10月

静岡県弁護士会登録

石塚・村松法律事務所入所（現任）
(注) ―

(注) 補欠の監査等委員である取締役の任期は、就任した時から退任した監査等委員である取締役の任期の満了の時

までであります。

７．監査等委員会の体制は、次のとおりであります。

委員長 中山 喜則、委員 森 和彦、委員 村松 奈緒美

８．当社は執行役員制度を導入しております。執行役員は次のとおりであります。

氏名 職名

山下 晴央 社長執行役員 兼 技術・製造本部長
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勝倉 宏和 会長執行役員 兼 管理本部長

鈴木 敦士 副社長執行役員 兼 営業・開発本部長

鈴木 利夫
上席執行役員
営業・開発本部 開発部長

板垣 成信
上席執行役員
技術・製造本部 副本部長 兼 生産企画部長

加藤 猛
執行役員
営業・開発本部 第２営業部長

田代 繁甲
執行役員
技術・製造本部 生産管理部長

山田 博之
執行役員
技術・製造本部 システム１部長

② 社外役員の状況

ⅰ） 社外役員の状況（員数、人的関係、資本的関係又は取引関係、その他利害関係に関する事項並びに企業統治に

おいて果たす機能及び役割、選任するための独立性に関する基準又は方針の内容、選任状況に関する提出会社の考え

方）

当社は客観的な視点で経営執行状況の監視を行うため、社外取締役１名及び、社外取締役（監査等委員）２名を

選任しております。

社外取締役墨岡良一氏は、当社の持株比率10.24％を保有する大株主であるヤマハ発動機株式会社の役員を長年に

わたって務められた経験があり、経営者として豊富な経験と幅広い見識を有しております。当社の経営を監督して

いただくと共に、当社の経営全般に助言を頂戴することにより、経営強化に寄与していただけるものと判断し、社

外取締役として選任しております。また、同氏は、ヤマハ発動機株式会社の役員退任後５年が経過し、東京証券取

引所ならびに当社独立性判断基準を鑑みて、2020年４月１日に一般株主と利益相反の生じるおそれのない独立役員

として届出し、受理されております。なお、同氏は2022年３月31日現在において、当社株式は保有しておりませ

ん。また、当社と同氏との間には、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しておりま

す。

社外取締役（監査等委員）森和彦氏は、長年にわたり金融業務に携わり、広範な知識、豊富な経験を有しており

ます。浜松ホトニクス株式会社では上席執行役員管理部長を務められており、財務及び会計に関する豊富な経験と

幅広い見識を当社の経営に活かして職務を適切に遂行していただけるものと判断し、監査等委員である社外取締役

として選任しております。なお、同氏は2022年３月31日現在において、当社株式は保有しておりません。当社と同

氏との間には、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。また、同氏は現

在においては、浜松ホトニクス株式会社の上席執行役員を兼務しており、同社は当社株式の3.17％を保有する資本

的関係がありますが、浜松ホトニクス株式会社との取引は僅少であり、当社グループと同社及びその関係会社との

間には、それ以外の人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しており、社外

取締役の独立性基準を満たすものであります。株式会社東京証券取引所が定める、一般株主と利益相反が生じるお

それがない独立役員として指定しております。

社外取締役（監査等委員）村松奈緒美氏は、石塚・村松法律事務所の弁護士であります。法律の専門家として、

これまでの経験・経歴を活かし、客観的な視点で経営執行状況の監査をしていただくため、社外取締役（監査等委

員）として選任しております。なお、同氏は2022年３月31日現在において、当社株式は保有しておりません。当社

と同氏及び同事務所との間には、人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断し

ております。同氏の所属する石塚・村松法律事務所と当社は、顧問契約を締結しておりますが、年間の顧問料は僅

少であり、社外取締役の独立性基準を満たすものであります。また、同氏は現在においては、株式会社サーラコー

ポレーションの社外取締役を兼務しておりますが、当社グループと同社及びその関係会社との間には、人的関係、

資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。株式会社東京証券取引所が定め

る、一般株主と利益相反の生じるおそれがない独立役員として指定しております。

なお、社外取締役の独立性判断に関する基準は、株式会社東京証券取引所が定める独立性基準に当社独自の独立

性基準を加え、策定しております。

「社外取締役の独立性判断基準」

株式会社東京証券取引所が定める独立性基準に加え，以下の各要件のいずれかに該当する者は，独立性を有しな

いものと判断します。

　ⅰ）現在において，次の イ～ヘのいずれかに該当する者

　イ. 当社の主要な株主（議決権所有割合10％以上の株主）又はその業務執行者
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　ロ. 当社の取引先で，直近事業年度における当社との取引額が当社の年間連結総売上の２％を超える取引先又

はその業務執行者

　ハ. 当社を取引先とする者で，直近事業年度における当社との取引額がその者の年間連結総売上の２％を超え

るもの又はその業務執行者

　ニ. 当社の会計監査人である公認会計士又は監査法人の社員，パートナー若しくは従業員

　ホ. 当社から，直近事業年度において年間1,000万円以上の寄附又は助成を受けている組織の業務執行者

　ヘ. 弁護士，公認会計士又は税理士その他のコンサルタントであって，役員報酬以外に，当社から過去３事業

年度の平均で、年間1,000万円以上の金銭その他の財産上の利益を得ている者

　ⅱ）過去３年間のいずれかの時点において、上記イ～ヘのいずれかに該当していた者

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互関連並びに内部監査部門

　との関係

　ⅰ）毎月の内部監査部による社長報告会に常勤監査等委員が出席し、その内容を監査等委員会にて社外監査等委

員へ報告しております。

　ⅱ）年２回（第２四半期・期末）代表取締役と会計監査人との意見交換を行う会議である経営ディスカッション

に常勤監査等委員及び社外監査等委員が同席しております。また、その内容を監査等委員会にて出席できな

かった社外監査等委員に報告しております。

　ⅲ）年２回（第１四半期・第３四半期）経営ディスカッションに常勤監査等委員が同席し、その内容を監査等委

員会にて社外監査等委員に報告しております。

　ⅳ）年２回内部監査部より、社外役員に内部統制監査等の状況を報告しております。

　ⅴ）会計監査人からの各四半期の監査レビュー報告を常勤監査等委員から監査委員会にて報告しております。

　ⅵ）年１回不正に関するディスカッションを実施し、監査等委員と会計監査人の間で意見交換を行っておりま

す。

　ⅶ）期末・中間実地棚卸を行い、会計監査人・常勤監査等委員と社外監査等委員の間で意見交換を行っておりま

す。

(3) 【監査の状況】

① 監査等委員会監査の状況

１．組織・人員

当社の監査等委員会は、常勤監査等委員１名と社外監査等委員２名の計３名で構成しております。

常勤監査等委員中山喜則氏は、長年にわたり金融業務に携わり、財務及び会計に関する豊富な経験と幅広い見

識を有しております。

社外監査等委員森和彦氏は長年にわたり金融業務に携わり、現在は上場企業で財務担当上席執行役員を務めて

おり、財務・会計に関する豊富な経験と広い見識を有しております。また、社外監査等委員村松奈緒美氏は弁護

士として長年にわたり企業法務の実務に携わり、専門的な知識と豊富な経験を有しております。

２．監査等委員会の活動状況

１）2021年度は監査等委員会を13回開催しております。

[監査等委員会への出席状況]

区 分 氏 名 出席状況

常勤監査等委員 中村泰之 13回／13回（100％）

社外監査等委員 石塚 尚 13回／13回（100％）

社外監査等委員 森 和彦 13回／13回（100％）

（注１）中村泰之氏及び石塚尚氏は、2022年６月29日開催の第154回定時株主総会の終結の時をもって任期満了

　 により退任しました。

（注２）中山喜則氏及び村松奈緒美氏は、2022年６月29日開催の第154回定時株主総会において監査等委員で

　 ある取締役に選任されました。

２）監査等委員会の主な検討事項は下記のとおりです。
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・監査方針・監査計画並びに業務分担について

・内部統制システムの整備・運用状況について

・会計監査人による四半期レビュー報告について

・会計監査人の監査計画、方法及び結果の相当性について

・監査報告の作成及び会計監査人の選解任・報酬同意等の法的事項について

監査等委員会は、監査方針及び監査計画の下、常勤監査等委員からの報告及び内部監査部からの監査報告、執

行役員等からの業務執行状況の聴取、意見交換等を行うと共に、経営会議等の重要な会議への出席、グループ会

社への往査やその役員との面談等を通じて、取締役及び執行役員の職務執行の監査並びに内部統制システムの監

査を行っております。また、会計監査人からは、その監査計画、監査の方法及び結果について報告及び説明を受

け、結果の相当性について検証を行っております。

常勤監査等委員は、上記の活動のほか、監査の実効性の向上を図るため、内部監査部と連携(毎月の社長報告会

への同席等)して日常的な情報収集活動に当たっております。また2021年度も昨年に続き、新型コロナウィルス感

染の影響で海外子会社合同役員会の開催や現地への往査ができなかった為、子会社毎にWEB会議を通じ各社役員と

の意見交換を実施しております。

また、他の社外監査等委員においても、任意での社内重要会議、会計監査人とのディスカッションへの出席等

を行っております。

② 内部監査の状況等

当社は、内部統制会議（含む委員会）を設置し、代表取締役社長の指示の下、関係法規あるいは社内ルールなど

の遵守状況、業務執行の実態の確認によりその適正性、妥当性を専任３名によって監査しており、内部統制機能の

強化に努めております。

③ 会計監査の状況

　ⅰ）監査法人の名称

仰星監査法人

　ⅱ）継続監査期間

第141期以降

　ⅲ）業務を執行した公認会計士

小出修平

堤 紀彦

　ⅳ）監査業務に係る補助者の構成

当社の会計監査業務に係る補助者の構成は、公認会計士６名、その他７名であります。

(注)その他は、公認会計士試験合格者、システム監査担当者であります。

　ⅴ）監査法人を選定した理由及び選定するに当たっての方針

会計監査人候補者から、監査法人の概要、監査の実施体制等、監査報酬の見積額について書面を入手し、面

談、質問等を通じて選定しております。

　ⅵ）監査等委員及び監査等委員会による監査法人の評価

当社の監査等委員会は、監査法人に対して評価を行っており、会計監査は、適正に行われていることを確認し

ております。日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」

に基づき、総合的に評価しております。
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④ 監査報酬の内容等

ⅰ）監査法人に対する報酬

区分
前連結会計年度 当連結会計年度

監査証明業務に
基づく報酬(百万円)

非監査業務に
基づく報酬(百万円)

監査証明業務に
基づく報酬(百万円)

非監査業務に
基づく報酬(百万円)

提出会社 29 ― 29 ―

連結子会社 ― ― ― ―

計 29 ― 29 ―

ⅱ）監査法人と同一のネットワークに対する報酬（ⅰを除く）

該当事項はありません。

ⅲ）その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容

該当事項はありません。

ⅳ）監査報酬の決定方針

当社の監査法人に対する監査報酬の決定方針としましては、監査日数・監査業務等の内容を総合的に勘案した

上で、監査等委員会の同意を得て決定することとしております。

ⅴ）監査等委員会による監査報酬の同意理由

監査等委員会は、会計監査人から説明を受けた当事業年度の会計監査計画の監査日数や人員配置などの内容、

前年度の監査実績の検証と評価、会計監査人の監査遂行状況の相当性、報酬の前提となる見積もりの算出根拠

を精査した結果、会計監査人の報酬等の額について同意いたしました。

(4) 【役員の報酬等】

① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に関わる事項

・取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項

当社は、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針（以下、決定方針という。）を定めております。業務

執行取締役の報酬は、固定報酬としての（代表）取締役報酬、執行役員基本報酬、長期業績連動報酬（株式購

入）。変動報酬としての短期業績連動報酬により構成し、月額報酬としております。長期業績連動報酬は、役員

持株会に拠出し自社株を取得するものです。短期業績連動報酬は、会社の業績により決定しております。社外取

締役については、業務執行を行うものではない事を踏まえ、業績連動報酬は支給せず、基本報酬のみとしており

ます。常勤監査等委員は基本報酬および長期業績連動報酬のみとしております。

この決定方針は、判断の客観性と透明性を高めるため、独立社外取締役が過半数を占める指名・報酬委員会の

審議、答申を踏まえ、取締役会の決議により決定しております。

役員報酬額の決定につきましては、指名・報酬委員会が決定方針との整合性を含めた多角的な検討を行った上

で原案を策定しており、取締役会はその原案通りの決定をしております。監査等委員である取締役の各報酬額

は、監査等委員の協議により決定しております。

・取締役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項

取締役（監査等委員は除く）の報酬等の額は、2016年６月29日開催の第148回定時株主総会において年額200百

万円以内（うち、社外取締役分は年額20百万円以内）と決議されております（使用人兼務取締役の使用人分給与

は含まない）。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は４名（うち、社外取締役は１名）です。

監査等委員である取締役の報酬等の額は、2016年６月29日開催の第148回定時株主総会において年額50百万円

以内と決議されております。当該定時株主総会終結時点の監査等委員である取締役の員数は３名（うち、社外取

締役は２名）です。

② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数（当年度）

　



― 33 ―

役員区分
報酬等の総額
（百万円）

報酬等の種類別の総額（百万円） 対象となる
役員の員数
（名）基本報酬 業績連動報酬等 非金銭報酬等

取締役（監査等委員及び
社外取締役を除く）

67 52 15 － 3

取締役（監査等委員）
（社外取締役を除く）

13 13 － － 1

社外役員 11 11 － － 3

(注) １ 取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。

２ 期末現在の取締役（監査等委員を除く）の人数は４名(うち社外取締役１名)、取締役（監査等委員）の人数

は３名（うち社外取締役２名）であります。

③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等

連結報酬等の総額が１億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。

④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの

該当事項はありません。

⑤ 提出会社の役員の報酬等に業績連動報酬が含まれる場合には最近事業年度における当該業績連動報酬に係る指標

短期業績連動報酬に係る指標は、当期末時点における当期連結純利益見通しと翌期連結純利益見通しであり、

会社の収益状況等を示す重要な財務数値であることから、当該指標を選択しております。業績連動報酬の額の決

定方法は、原則として当期連結純利益見通しと翌期連結純利益見通しとの加重平均の値を算出し、評価ランク及

び乗率を決定したのち、標準額に乗率を掛け報酬額を決定しております。ただし、翌期連結純利益見通しが当期

連結純利益見通しを上回る場合は、当期連結純利益見通しをもとに評価ランク及び乗率を決定したのち、標準額

に乗率を掛け報酬額を決定しております。

（百万円）

項目 ウェイト 見通し

当期連結純利益 100％ 362

翌期連結純利益 0％ 800

⑥ 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針

役員報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は、株主総会で承認された報酬総額の範囲内において、取

締役（社外取締役及び監査等委員を除く）につきましては、会社の短期業績を勘案し、指名・報酬委員会の審議

による原案に基づき、取締役会において決定しております。監査等委員である取締役につきましては、監査等委

員会にて決定しております。

⑦ 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定に関与する委員会が存在する場合には、その手続

きの概要

役員の報酬は、独立社外取締役を過半数とする指名・報酬委員会の審議による原案に基づき、取締役会で決定を

しております。

⑧ 最近事業年度の役員の報酬等の額の決定過程における、取締役会及び委員会等の活動内容

指名・報酬委員会は、2018年11月に新設しており、最近事業年度の役員報酬は、指名・報酬委員会の審議による

原案に基づき、取締役会で決定しております。
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(5) 【株式の保有状況】

① 投資株式の区分の基準及び考え方

当社は、株価変動リスクが財務状況に大きな影響を与え得ることに鑑み、当社グループの企業価値の維持・向上

に資すると判断される場合を除き、原則これを保有しないこととしております。政策保有上場株式の時価総額は、

2022年３月末現在、総資産の0.014％となっており、今後とも不要な政策保有株式は処分し縮減に努めます。

② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式

ⅰ）保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内

容

取締役会において、全ての政策保有上場株式について、当社グループの企業価値の維持・向上に資するものか、

保有に伴う便益が資本コストに合っているかについて毎年検証しております。

ⅱ）銘柄数及び貸借対照表計上額

区分
銘柄数
(銘柄)

貸借対照表計上額の
合計額(百万円)

非上場株式 8 8

非上場株式以外の株式 3 4

（当事業年度において株式数が増加した銘柄）

該当事項はありません。

（当事業年度において株式数が減少した銘柄）

該当事項はありません。

ⅲ）特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報

特定投資株式

銘柄

当事業年度 前事業年度

保有目的、定量的な保有効果
及び株式数が増加した理由

当社の株
式の保有
の有無

株式数(株) 株式数(株)

貸借対照表計上額
(百万円)

貸借対照表計上額
(百万円)

ヤマハ発動機株式会社

1,192 1,192 (保有目的)当社製品の主要顧客
であり、相互情報連携による安
定した取引の強化のため
(定量的な保有効果)(注)１

有
3 3

株式会社
りそなホールディングス

900 900 (保有目的)当社の資金調達及び
金融取引に関する主要な取引先
であり、安定した資金調達・金
融取引を行うため
(定量的な保有効果)(注)１

有
0 0

株式会社
みずほフィナンシャルグループ
(注)２

285 285 (保有目的)当社の資金調達及び
金融取引に関する主要な取引先
であり、安定した資金調達・金
融取引を行うため
(定量的な保有効果)(注)１

有
0 0

(注) １．当社は特定投資株式における定量的な保有効果の記載が困難であるため、保有の合理性を検証した方法につ

いて記載いたします。当社は、毎年、個別の政策保有株式について政策保有の意義を検証しており、現状保

有する政策保有株式はいずれも保有方針に沿った目的で保有していることを確認しております。

２．株式会社みずほフィナンシャルグループは、2020年10月１日付で、普通株式10株につき１株の割合で株式併

合を行っております。

みなし保有株式

該当事項はありません。

③ 保有目的が純投資目的である投資株式

該当事項はありません。
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第５ 【経理の状況】

１ 連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について

(1) 当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令第28号)に

基づいて作成しております。

(2) 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財

務諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。

　 なお、当社は、特例財務諸表提出会社に該当し、財務諸表等規則第127条の規定により財務諸表を作成しておりま

す。

２ 監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、連結会計年度(2021年４月１日から2022年３月31日ま

で)の連結財務諸表及び事業年度(2021年４月１日から2022年３月31日まで)の財務諸表について、仰星監査法人により

監査を受けております。

３ 連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みについて

当社は、連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みを行っております。具体的には、会計基準等の内

容を適切に把握し、又は会計基準等の変更等について的確に対応することができる体制を整備するため、公益財団法

人財務会計基準機構へ加入し、セミナーへ参加しております。
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１ 【連結財務諸表等】

(1) 【連結財務諸表】

①【連結貸借対照表】

(単位：百万円)

前連結会計年度
(2021年３月31日)

当連結会計年度
(2022年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 5,060 6,660

受取手形及び売掛金 4,548 ※1 3,867

電子記録債権 2,874 2,010

商品及び製品 2,056 1,864

仕掛品 2,901 2,941

原材料及び貯蔵品 1,320 1,659

その他 198 698

貸倒引当金 △108 △6

流動資産合計 18,853 19,696

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） ※2,※4 2,611 ※2,※4 2,599

機械装置及び運搬具（純額） ※2,※4 2,938 ※2,※4 2,849

土地 ※4,※5 7,392 ※4,※5 7,392

リース資産（純額） ※2 24 ※2 373

建設仮勘定 219 109

その他（純額） ※2 523 ※2 556

有形固定資産合計 13,711 13,880

無形固定資産

リース資産 61 48

その他 74 73

無形固定資産合計 135 121

投資その他の資産

投資有価証券 13 14

繰延税金資産 98 76

その他 ※3 185 ※3 166

貸倒引当金 △2 △12

投資その他の資産合計 295 244

固定資産合計 14,143 14,247

繰延資産 ― 26

資産合計 32,996 33,970
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(2021年３月31日)

当連結会計年度
(2022年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 1,842 2,409

電子記録債務 928 1,519

１年内償還予定の社債 ― ※4 240

短期借入金 ※4 5,980 ※4 8,390

リース債務 20 59

未払法人税等 16 86

契約負債 ― 565

賞与引当金 453 450

資産除去債務 3 ―

未払金 1,069 622

関係会社清算損失引当金 ― 25

その他 1,725 459

流動負債合計 12,040 14,827

固定負債

社債 ― ※4 840

長期借入金 ※4 5,700 ※4 1,985

リース債務 64 399

繰延税金負債 215 265

再評価に係る繰延税金負債 ※5 1,563 ※5 1,563

退職給付に係る負債 3,281 3,244

役員退職慰労引当金 15 15

資産除去債務 40 40

その他 68 83

固定負債合計 10,948 8,437

負債合計 22,988 23,264

純資産の部

株主資本

資本金 4,640 4,640

利益剰余金 2,545 2,839

自己株式 △70 △70

株主資本合計 7,115 7,409

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 1 2

土地再評価差額金 ※5 3,666 ※5 3,666

為替換算調整勘定 96 475

退職給付に係る調整累計額 △872 △848

その他の包括利益累計額合計 2,891 3,295

純資産合計 10,007 10,705

負債純資産合計 32,996 33,970
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② 【連結損益計算書及び連結包括利益計算書】

【連結損益計算書】

(単位：百万円)
前連結会計年度

(自 2020年４月１日
　至 2021年３月31日)

当連結会計年度
(自 2021年４月１日
　至 2022年３月31日)

売上高 22,120 ※1 23,904

売上原価 ※2,※4 19,153 ※2,※4 20,015

売上総利益 2,967 3,888

販売費及び一般管理費 ※3 2,504 ※3 3,137

営業利益 463 751

営業外収益

受取利息 21 32

受取配当金 0 0

受取賃貸料 8 7

受取クレーム補償金 16 9

保険解約返戻金 ― 11

スクラップ売却益 4 9

為替差益 9 ―

雇用調整助成金 83 ―

補助金収入 29 ―

その他 39 26

営業外収益合計 212 97

営業外費用

支払利息 229 180

社債利息 ― 1

為替差損 ― 0

その他 22 28

営業外費用合計 251 210

経常利益 424 638

特別利益

固定資産売却益 ※5 2 ※5 2

特別利益合計 2 2

特別損失

固定資産廃棄損 ※6 1 ※6 32

減損損失 ※7 2 ※7 12

関係会社清算損失引当金繰入額 ― 25

出資金評価損 16 1

その他 0 ―

特別損失合計 20 71

税金等調整前当期純利益 405 569

法人税、住民税及び事業税 104 122

法人税等調整額 51 77

法人税等合計 155 199

当期純利益 250 370

非支配株主に帰属する当期純利益 ― ―

親会社株主に帰属する当期純利益 250 370
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【連結包括利益計算書】

(単位：百万円)
前連結会計年度

(自 2020年４月１日
　至 2021年３月31日)

当連結会計年度
(自 2021年４月１日
　至 2022年３月31日)

当期純利益 250 370

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 1 0

為替換算調整勘定 △176 379

退職給付に係る調整額 190 24

その他の包括利益合計 ※1 15 ※1 404

包括利益 266 774

（内訳）

親会社株主に係る包括利益 266 774

非支配株主に係る包括利益 ― ―
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③【連結株主資本等変動計算書】

前連結会計年度(自 2020年４月１日 至 2021年３月31日)

(単位：百万円)

株主資本 その他の包括利益累計額

純資産合計
資本金 利益剰余金 自己株式

株主資本合

計

その他有価

証券評価差

額金

土地再評価

差額金

為替換算調

整勘定

退職給付に

係る調整累

計額

その他の包

括利益累計

額合計

当期首残高 4,640 2,357 △69 6,929 0 3,666 272 △1,063 2,875 9,804

当期変動額

剰余金の配当 △63 △63 △63

親会社株主に帰属す

る当期純利益
250 250 250

自己株式の取得 △0 △0 △0

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

1 ― △176 190 15 15

当期変動額合計 ― 187 △0 186 1 ― △176 190 15 202

当期末残高 4,640 2,545 △70 7,115 1 3,666 96 △872 2,891 10,007

当連結会計年度(自 2021年４月１日 至 2022年３月31日)

(単位：百万円)

株主資本 その他の包括利益累計額

純資産合計
資本金 利益剰余金 自己株式

株主資本合

計

その他有価

証券評価差

額金

土地再評価

差額金

為替換算調

整勘定

退職給付に

係る調整累

計額

その他の包

括利益累計

額合計

当期首残高 4,640 2,545 △70 7,115 1 3,666 96 △872 2,891 10,007

会計方針の変更によ

る累積的影響額
△44 △44 △44

会計方針の変更を反映

した当期首残高
4,640 2,500 △70 7,071 1 3,666 96 △872 2,891 9,962

当期変動額

剰余金の配当 △31 △31 △31

親会社株主に帰属す

る当期純利益
370 370 370

自己株式の取得 △0 △0 △0

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

0 ― 379 24 404 404

当期変動額合計 ― 338 △0 338 0 ― 379 24 404 743

当期末残高 4,640 2,839 △70 7,409 2 3,666 475 △848 3,295 10,705
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④【連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位：百万円)
前連結会計年度

(自 2020年４月１日
　至 2021年３月31日)

当連結会計年度
(自 2021年４月１日
　至 2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益 405 569

減価償却費 1,090 1,129

減損損失 2 12

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） △37 △12

賞与引当金の増減額（△は減少） △27 △3

貸倒引当金の増減額（△は減少） 106 △99

受取利息及び受取配当金 △21 △32

支払利息及び社債利息 229 181

為替差損益（△は益） △46 △61

有形固定資産廃棄損 1 32

売上債権の増減額（△は増加） △1,704 1,609

棚卸資産の増減額（△は増加） 3,370 △340

仕入債務の増減額（△は減少） △1,189 1,005

前受金の増減額（△は減少） △221 △379

未収消費税等の増減額（△は増加） △0 △450

未払消費税等の増減額（△は減少） 188 △342

未払金の増減額（△は減少） △793 △341

その他 △292 16

小計 1,061 2,494

利息及び配当金の受取額 21 32

利息の支払額 △233 △176

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） 35 △99

営業活動によるキャッシュ・フロー 884 2,250

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入 29 71

有形固定資産の取得による支出 △1,233 △570

無形固定資産の取得による支出 △14 △22

資産除去債務の履行による支出 △75 △3

関係会社貸付けによる支出 △61 ―

その他 1 6

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,353 △518

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入 900 900

短期借入金の返済による支出 △1,100 △1,000

長期借入れによる収入 2,000 550

長期借入金の返済による支出 △2,000 △1,755

社債の発行による収入 ― 1,168

社債の償還による支出 ― △114

自己株式の取得による支出 △0 △0

配当金の支払額 △63 △31

その他 △50 △54

財務活動によるキャッシュ・フロー △313 △337

現金及び現金同等物に係る換算差額 △37 265

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △821 1,659

現金及び現金同等物の期首残高 5,761 4,940

現金及び現金同等物の期末残高 ※1 4,940 ※1 6,599
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【注記事項】

(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)

１．連結の範囲に関する事項

(1) 連結子会社の数 8社

ENSHU(USA)CORPORATION

ENSHU GmbH

ENSHU(Thailand)Limited

BANGKOK ENSHU MACHINERY Co.,Ltd.

PT.ENSHU INDONESIA

遠州（青島）機床製造有限公司

遠州（青島）機床商貿有限公司

ENSHU VIETNAM Co.,LTD.

(2) 非連結子会社名

ENSHU INDIA PRIVATE LIMITED

(連結の範囲から除いた理由)

非連結子会社の総資産、売上高、当期純損益(持分に見合う額)及び利益剰余金(持分に見合う額)等は、いずれも

連結財務諸表に重要な影響を及ぼしていないので、重要性が乏しいと判断し連結の範囲から除いております。

２．持分法の適用に関する事項

持分法を適用しない非連結子会社の名称

ENSHU INDIA PRIVATE LIMITED

(持分法を適用しない理由)

持分法を適用していない会社は、当期純損益(持分に見合う額)及び利益剰余金(持分に見合う額)等からみて、持

分法の対象から除いても連結財務諸表に及ぼす影響が軽微であり、かつ、全体としても重要性がないため、持分法

の適用範囲から除外しております。

３．連結子会社の事業年度等に関する事項

連結子会社８社の事業年度末日は12月31日であります。連結財務諸表の作成にあたっては、同日現在の財務諸表を

使用し、連結決算日との間に生じた重要な取引については、連結上必要な調整を行っております。

４．会計方針に関する事項

(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法

① 有価証券

その他有価証券

市場価格のない株式等以外のもの

時価法

（評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定）

市場価格のない株式等

主として移動平均法による原価法

② デリバティブ

時価法によっております。

③ 棚卸資産

評価基準は原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）によっております。

工作機械商品、製品及び仕掛品は個別法、その他の棚卸資産は主として総平均法によっております。
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(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法

① 有形固定資産（リース資産を除く）

定額法によっております。

なお、主な耐用年数は次のとおりであります。

建物及び構築物 ７～50年

機械装置及び運搬具 ３～10年

② 無形固定資産（リース資産を除く）

定額法によっております。

なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(５年)に基づく定額法によっておりま

す。

③ リース資産

　所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

　自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法を採用しております。

　所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

　リース期間定額法によっております。

　なお、主なリース期間は５年です。

(3) 重要な引当金の計上基準

① 貸倒引当金

債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については

個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

② 賞与引当金

当社においては、従業員賞与の支払に充てるため、会社基準(支払予定額)による要支給額を引当てておりま

す。

③ 関係会社清算損失引当金

関係会社の清算にかかる支出に備えるため、清算費用の見込額に基づき計上しております。

④ 役員退職慰労引当金

当社においては、役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づく連結会計年度末要支給額を計上してお

ります。なお、2007年４月27日開催の取締役会において、2007年６月28日開催の定時株主総会終結の時をもって

役員退職慰労金制度を廃止することを決議いたしました。当連結会計年度末における役員退職慰労引当金残高は、

当制度廃止以前から在職している取締役に対する支給見込額であります。

(4) 重要な収益及び費用の計上基準

① 工作機械関連事業

当社及び連結子会社は、主に工作機械の製造・販売、部品の販売、工作機械の改造工事等の役務提供を行って

おります。

国内向けの工作機械の販売は製品が顧客に検収された時点において、海外向けの工作機械の販売は主として製

品を船積みした時点において、顧客が当該製品の支配を獲得し、履行義務が充足されると判断していることから、

原則として当該時点において収益を認識しております。

部品の販売においては、出荷時から顧客による検収時までの期間が通常の期間である場合には、出荷時に収益

を認識しております。

改造工事等の役務提供は役務が完了し、顧客が検収をした時点において、履行義務が充足されると判断してい

ることから、原則として当該時点において収益を認識しております。

これらの履行義務に対する対価は、履行義務充足後、別途定める支払条件により概ね1年以内に回収しており、

重大な金融要素は含んでおりません。

② 部品加工関連事業

当社及び連結子会社は、主に二輪車・四輪車等のエンジン・駆動部品の受託加工を行っております。

受託加工製品が検収された時点で、顧客が当該製品の支配を獲得し、履行義務が充足されると判断しているこ

とから、当該時点において収益を認識しております。
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(5) 重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準

外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しておりま

す。なお、在外子会社等の資産及び負債は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、収益及び費用は期中

平均相場により円貨に換算し、換算差額は純資産の部における為替換算調整勘定に含めております。

(6) 重要なヘッジ会計の方法

ヘッジ会計の方法

金利スワップの特例処理

ヘッジ手段

金利スワップ

ヘッジ対象

長期借入金

ヘッジ方針

長期運転資金の金利を固定化するためのものであります。

ヘッジ有効性評価の方法

金利スワップの特例処理の要件を満たしているので、決算日における有効性の評価を省略しております。

(7) 退職給付に係る会計処理の方法

① 退職給付見込額の期間帰属方法

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方法については、

給付算定式基準によっております。

② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法

過去勤務費用については、15年による定額法により費用処理しております。数理計算上の差異については、

15年による定額法により按分した額を発生の翌連結会計年度より費用処理することとしております。

(8) 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価格の変動について僅少なリスクしか負

わない取得日から３ヶ月以内に償還期限の到来する短期的な投資からなっております。

(重要な会計上の見積り)

棚卸資産の評価損に係る見積り

１．当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額

当連結会計年度における工作機械関連事業の棚卸資産は4,967百万円、売上原価に含まれる棚卸資産の評価損は

310百万円であります。

棚卸資産の内訳は以下のとおりです。

(単位：百万円)

前連結会計年度末 当連結会計年度末

商品及び製品 1,772 1,534

仕掛品 2,368 2,475

原材料及び貯蔵品 779 957

計 4,920 4,967
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２．識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

当社グループにおいて、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項４（１）③棚卸資産の記載のとおり、

棚卸資産の評価基準は原価法（貸借対照表価額が収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）により算定しており、

期末における正味売却価額が取得原価を下回っている場合には、当該正味売却価額をもって貸借対照表価額として

います。

また、営業循環過程から外れた棚卸資産については、一定の回転期間を超える場合、規則的に帳簿価額を切り下

げる方法を採用しています。

工作機械関連事業部門において、顧客の設備投資活動に直接結びつけられる受注製品については、個別の品目ご

とに受注金額から見積追加製造原価及び見積販売直接経費を控除した金額を正味売却価額としております。

正味売却価額が期末における取得原価を下回っている場合には、当該正味売却価額をもって貸借対照表価額とし

ておりますが、工作機械関連事業部門のうちシステム工作機械においてはオーダーメイド方式のため、顧客との関

係により高度な品質管理が求められている中、追加費用が発生する可能性があります。こうした追加費用に不確実

性が認められ、当初の仮定よりも費用が増加した場合には、追加の評価損を計上する可能性があります。

(会計方針の変更)

１．収益認識に関する会計基準等の適用

「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年３月31日。以下「収益認識会計基準」という。）

等を当連結会計年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサー

ビスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。これにより、一部の工作機械販売

に係る取引については、従来の基準に比して収益認識の時期にずれが生じるため、それぞれの履行義務の充足時期

に対応して収益を認識することとしております。また、従来は販売費及び一般管理費に計上しておりました販売報

奨金について、売上高から減額する方法に変更しております。

収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従ってお

り、当連結会計年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当連結会計年度の期首

の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。

この結果、当連結会計年度の売上高が82百万円、売上原価が40百万円それぞれ増加し、販売費及び一般管理費が

２百万円減少したことで、売上総利益は41百万円、営業利益、経常利益及び税金等調整前当期純利益がそれぞれ44

百万円増加しております。また、繰越利益剰余金の当期首残高は44百万円減少しております。

収益認識会計基準等の適用に伴い、前連結会計年度までの前受金を、当連結会計年度より契約負債として表示し

ております。

１株当たり情報に与える影響は当該箇所に記載しております。

なお、収益認識会計基準第89-３項に定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度に係る「収益認識関係」注

記については記載しておりません。

２．時価の算定に関する会計基準等の適用

「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号 2019年７月４日。以下「時価算定会計基準」とい

う。）等を当連結会計年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」（企業

会計基準第10号 2019年７月４日）第44－２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新

たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、連結財務諸表に与える影響はありません。

また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記を行うこと

としました。ただし、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号 2019年７月

４日）第７－４項に定める経過的な取扱いに従って、当該注記のうち前連結会計年度に係るものについては記載し

ておりません。
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(追加情報)

新型コロナウイルス感染症の影響について、収束時期等の不確実性が大きいですが、翌連結会計年度以降の一定

期間にわたり影響が継続するものの、回復基調で推移すると仮定し、会計上の見積りを行っております。

なお、新型コロナウイルス感染症の影響が長期化した場合には、将来の当社グループの財政状態及び経営成績に

影響が及ぶ可能性があります。

(連結貸借対照表関係)

※１ 受取手形及び売掛金のうち、顧客との契約から生じた債権の金額は、それぞれ以下のとおりであります。

当連結会計年度
(2022年３月31日)

受取手形 228百万円

売掛金 3,639

※２ 有形固定資産の減価償却累計額

前連結会計年度
(2021年３月31日)

当連結会計年度
(2022年３月31日)

28,506百万円 29,170百万円

なお、減価償却累計額には、減損損失累計額が含まれております。

※３ 非連結子会社及び関連会社に対するものは、次のとおりであります。

前連結会計年度
(2021年３月31日)

当連結会計年度
(2022年３月31日)

その他（出資金） 1百万円 0百万円

※４ 担保資産及び担保付債務

担保資産

前連結会計年度
(2021年３月31日)

当連結会計年度
(2022年３月31日)

建物及び構築物 1,778百万円 1,886百万円

機械装置及び運搬具 1,160 1,873

土地 7,283 7,287

計 10,221 11,047

上記資産のうち工場財団抵当に供している資産

建物及び構築物 1,683百万円 1,780百万円

機械装置及び運搬具 1,160 1,873

土地 5,653 5,658

計 8,497 9,311
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担保付債務

前連結会計年度
(2021年３月31日)

当連結会計年度
(2022年３月31日)

短期借入金 5,645百万円 8,065百万円

長期借入金 5,555 1,835

１年内償還予定の社債 ― 240

社債 ― 840

計 11,200 10,980

上記債務のうち工場財団抵当に対応する債務

短期借入金 5,560百万円 7,980百万円

長期借入金 5,410 1,685

１年内償還予定の社債 ― 240

社債 ― 840

計 10,970 10,745

※５ 土地の再評価

土地の再評価に関する法律の一部を改正する法律(平成13年３月31日公布法律第19号)に基づき、事業用の土地の

再評価を行い、当該再評価差額に係る税金相当額を「再評価に係る繰延税金負債」として負債の部に計上し、これ

を控除した金額を「土地再評価差額金」として純資産の部に計上しております。

・再評価の方法

土地の再評価に関する法律施行令(平成10年３月31日公布政令第119号)第２条第３号に定める固定資産税評価額

を基準とする方法、及び同条第４号に定める地価税法に規定する地価税の課税価格の計算の基礎となる土地の価

格(路線価)を基準として時価を算出しております。

・再評価を行った年月日

2001年３月31日

　

前連結会計年度
(2021年３月31日)

当連結会計年度
(2022年３月31日)

再評価を行った土地の期末におけ
る時価と再評価後の帳簿価額との
差額

△2,071百万円 △2,059百万円

　

(連結損益計算書関係)

※１ 顧客との契約から生じる収益

売上高については、顧客との契約から生じる収益及びそれ以外の収益を区分して記載しておりません。顧客との契

約から生じる収益の金額は、連結財務諸表「注記事項（収益認識関係） １．顧客との契約から生じる収益を分解した

情報」に記載しております。

※２ 期末棚卸高は収益性の低下による簿価切下後の金額であり、次の棚卸資産評価損が売上原価に含まれておりま

す。

前連結会計年度
(自 2020年４月１日
至 2021年３月31日)

当連結会計年度
(自 2021年４月１日
至 2022年３月31日)

売上原価 380百万円 310百万円
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※３ 販売費及び一般管理費のうち、主要な費目及び金額は次のとおりであります。

前連結会計年度
(自 2020年４月１日
至 2021年３月31日)

当連結会計年度
(自 2021年４月１日
至 2022年３月31日)

給料及び賞与 956百万円 1,004百万円

賞与引当金繰入額 78 85

退職給付費用 68 81

運賃荷造費 94 484

貸倒引当金繰入額 106 △64

※４ 当期製造費用に含まれる研究開発費

前連結会計年度
(自 2020年４月１日
至 2021年３月31日)

当連結会計年度
(自 2021年４月１日
至 2022年３月31日)

369百万円 511百万円

※５ 固定資産売却益の明細

前連結会計年度
(自 2020年４月１日
至 2021年３月31日)

当連結会計年度
(自 2021年４月１日
至 2022年３月31日)

機械装置及び運搬具 2百万円 2百万円

計 2 2

※６ 固定資産廃棄損の明細

前連結会計年度
(自 2020年４月１日
至 2021年３月31日)

当連結会計年度
(自 2021年４月１日
至 2022年３月31日)

建物及び構築物 0百万円 30百万円

機械装置及び運搬具 1 2

その他（工具、器具及び備品) 0 0

計 1 32

※７ 減損損失

前連結会計年度(自 2020年４月１日　至 2021年３月31日）

当社グループは、以下の資産グループについて減損損失を計上しました。

用途 種類 場所 減損損失（百万円）

工作機械関連事業用資産
工具、器具及び備品
使用権資産

ドイツ
ランゲン

2

当社グループは、原則として、事業用資産については事業部を基準としてグルーピングを行っており、遊休資産

については個別資産ごとにグルーピングを行っております。

なお、当資産グループの回収可能価額は将来キャッシュフローが見込めないことから、備忘価額により評価して

おります。

（経緯）

収益性の低下により投下資本の回収が見込めなくなったことから、減損損失を認識しております。

（減損損失の金額）

種類 金額（百万円）

工具、器具及び備品 2

使用権資産 0

合計 2
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当連結会計年度(自 2021年４月１日　至 2022年３月31日）

当社グループは、以下の資産グループについて減損損失を計上しました。

用途 種類 場所 減損損失（百万円）

部品加工関連生産設備
機械装置及び運搬具
工具、器具及び備品

本社及び工場
静岡県浜松市

12

当社グループは、原則として、事業用資産については事業部を基準としてグルーピングを行っており、遊休資産

については個別資産ごとにグルーピングを行っております。

なお、当資産グループの回収可能価額は正味売却価額により測定しており、機械装置及び運搬具については、実

質的な処分価値を考慮し、備忘価額により評価しております。

（経緯）

生産体制の見直しにより、廃棄予定の資産等について、「固定資産の減損に係る会計基準」に基づき、将来の回

収可能性を検討した結果、減損処理を行いました。

（減損損失の金額）

種類 金額（百万円）

機械装置及び運搬具 12

合計 12

(連結包括利益計算書関係)

※１ その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額

前連結会計年度
(自 2020年４月１日
至 2021年３月31日)

当連結会計年度
(自 2021年４月１日
至 2022年３月31日)

その他有価証券評価差額金

　当期発生額 1百万円 0百万円

　組替調整額 ― ―

　 税効果調整前 1 0

　 税効果額 △0 △0

　 その他有価証券評価差額金 1 0

土地再評価差額金

　税効果額 ― ―

為替換算調整勘定

　当期発生額 △176 379

退職給付に係る調整額

　当期発生額 48 △135

　組替調整額 142 159

　退職給付に係る調整額 190 24

その他の包括利益合計 15 404
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(連結株主資本等変動計算書関係)

前連結会計年度(自 2020年４月１日　至 2021年３月31日）

１．発行済株式に関する事項

株式の種類 当連結会計年度期首 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 6,353,454 ― ― 6,353,454
　

２．自己株式に関する事項

株式の種類 当連結会計年度期首 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 47,384 464 ― 47,848

　
（変動事由の概要）

　単元未満株式の買取りによる増加464株

３．新株予約権等に関する事項

　該当事項はありません。

４．配当に関する事項

　(1) 配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり配当額
(円)

基準日 効力発生日

2020年６月29日
定時株主総会

普通株式 63 10.00 2020年３月31日 2020年６月30日

　(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

2021年６月29日
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 31 5.00 2021年３月31日 2021年６月30日

当連結会計年度(自 2021年４月１日　至 2022年３月31日）

１ 発行済株式に関する事項

株式の種類 当連結会計年度期首 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 6,353,454 ― ― 6,353,454
　

２ 自己株式に関する事項

株式の種類 当連結会計年度期首 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 47,848 270 ― 48,118

　
（変動事由の概要）

　単元未満株式の買取りによる増加270株

３ 新株予約権等に関する事項

　該当事項はありません。

４ 配当に関する事項

　(1) 配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり配当額
(円)

基準日 効力発生日

2021年６月29日
定時株主総会

普通株式 31 5.00 2021年３月31日 2021年６月30日
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　(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

2022年６月29日
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 81 13.00 2022年３月31日 2022年６月30日

(連結キャッシュ・フロー計算書関係)

※１ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

前連結会計年度
(自 2020年４月１日
至 2021年３月31日)

当連結会計年度
(自 2021年４月１日
至 2022年３月31日)

現金及び預金勘定 5,060百万円 6,660百万円

預入期間が３か月を超える定期預金 △120 △60

現金及び現金同等物 4,940 6,599

(リース取引関係)

１. ファイナンス・リース取引

(1) 所有権移転ファイナンス・リース取引

①リース資産の内容

・無形固定資産

主として、統合基幹業務システム（ＥＲＰ）であります。

②リース資産の減価償却の方法

連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項「４．会計方針に関する事項 （2）重要な減価償却資産の減価

償却の方法」に記載のとおりであります。

(2) 所有権移転外ファイナンス・リース取引

①リース資産の内容

・有形固定資産

主として、ENSHU(Thailand)Limitedにおける車両運搬具（機械装置及び運搬具）、BANGKOK ENSHU MACHINERY

Co.,Ltd.における生産設備（機械装置及び運搬具）及び遠州（青島）機床製造有限公司における生産設備(機械装

置及び運搬具)であります。

・無形固定資産

主として、工作機械関連事業における図面管理システム(ソフトウェア)であります。

②リース資産の減価償却の方法

連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項「４．会計方針に関する事項 （2）重要な減価償却資産の減価

償却の方法」に記載のとおりであります。

２. オペレーティング・リース取引

オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料

前連結会計年度
(2021年３月31日)

当連結会計年度
(2022年３月31日)

１年以内 20百万円 19百万円

１年超 11 108

計 31 128

(金融商品関係)

１．金融商品の状況に関する事項

（1）金融商品に対する取組方針

当社グループは、資金運用については短期的な預金等に限定し、資金調達については、運転資金（主として短

期）及び設備投資資金（長期）を銀行等金融機関からの借入による方法にしております。なお、長期借入金の返済

期間は、３～５年であります。デリバティブ取引は、一部の長期借入金の金利変動リスク及び外貨建て営業債権等

の為替変動リスクを回避するために利用しており、投機的な取引は行わない方針であります。
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（2）金融商品の内容及びそのリスク

営業債権である受取手形及び売掛金、並びに電子記録債権は、顧客の信用リスクに晒されております。また、グ

ローバルに事業を展開していることから生じている外貨建ての営業債権は、為替の変動リスクに晒されておりま

す。投資有価証券は、主に取引先企業との業務又は資本提携等に関連する株式であり、市場価格の変動リスクに晒

されております。

　営業債務である支払手形及び買掛金、並びに電子記録債務は、ほとんど６ヶ月以内の支払期日であります。借入

金は、市場及び信用状況により金利が変動するリスクがあります。

　デリバティブ取引については、外貨建ての金銭債権等に係る為替の変動リスクに対して先物為替予約取引を実施

し、一部の長期借入金の金利変動リスクに対して金利スワップ取引を実施して支払利息の固定化を実施しておりま

す。なお、ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジの有効性の評価方法等については、

前述の「会計方針に関する事項」に記載されている「重要なヘッジ会計の方法」をご覧ください。

（3）金融商品に係るリスク管理体制

　①信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理

当社は、与信管理規程に従い、営業債権について、各事業部門が主要な取引先ごとに期日及び残高を管理する

とともに、財務状況等の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を図っております。連結子会社についても、当

社に準じて与信管理を行っております。

　デリバティブ取引の利用にあたっては、契約先を信用力の高い金融機関とし、信用リスクの軽減を図っており

ます。

　②市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理

外貨建ての営業債権等の為替変動リスクに対して、財務部門が為替予約取引を利用し、リスクの低減を図って

おります。

投資有価証券については、定期的に時価や発行体（取引先企業）の財務状況等を把握し、取引先企業との関係

を勘案して保有状況を継続的に見直しております。

　長期借入金を変動金利で調達する場合は、業績予測を厳密に精査して借入金額・期間を決定しております。

　デリバティブ取引については、内部管理規程に従い、実需の範囲で行うことにしております。

　③資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理

当社は、各部署からの報告に基づき財務部が適時に資金繰計画を作成・更新するとともに、手許流動性を継続

して維持することにより、流動性リスクを管理しております。

（4）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価の算定においては、市場価格に基づく価額のほか、市場価額がない場合には合理的に算定された

価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用す

ることにより、当該価額が変動することもあります。また、「デリバティブ取引関係」注記におけるデリバティブ

取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありませ

ん。

（5）信用リスクの集中

当期の連結決算日現在における営業債権のうち、31.0％がヤマハ発動機株式会社に対するものであり、10.0％が

三立興産株式会社に対するものであります。
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２．金融商品の時価等に関する事項

連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。

前連結会計年度（2021年３月31日）

連結貸借対照表
計上額(百万円)

時価(百万円) 差額(百万円)

（1）投資有価証券

　 その他有価証券 4 4 ―

資産計 4 4 ―

（1）社債 ― ― ―

（2）長期借入金 7,400 7,400 0

負債計 7,400 7,400 0

　デリバティブ取引 8 8 ―

当連結会計年度（2022年３月31日）

連結貸借対照表
計上額(百万円)

時価(百万円) 差額(百万円)

（1）投資有価証券

　 その他有価証券 4 4 ―

資産計 4 4 ―

（1）社債 1,080 1,078 △1

（2）長期借入金 6,195 6,194 △0

負債計 7,275 7,272 △2

　デリバティブ取引 （5） （5） ―

(注)１ 金融商品に関する注記

資 産

現金は注記を省略しており、預金、受取手形及び売掛金、電子記録債権、支払手形及び買掛金、電子記録債務、短期

借入金は短期間で決済されるため時価が帳簿価格に近似することから、注記を省略しております。

市場価格のない株式等は、「（1）投資有価証券」には含まれておりません。当該金融商品の連結貸借対照表計上額は

以下のとおりであります。

(単位：百万円)

区分
前連結会計年度

（2021年３月31日）
当連結会計年度

（2022年３月31日）

非上場株式 9 9
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負 債

（1）社債には１年以内償還予定の社債を、（2）長期借入金には短期借入金に含まれる１年以内返済予定の長期借入

金を含めております。

(注)２ 金銭債権の連結決算日後の償還予定額

　前連結会計年度（2021年３月31日）

１年以内
（百万円）

１年超
５年以内
（百万円）

５年超
10年以内
（百万円）

10年超
（百万円）

現金及び預金 5,060 ― ― ―

受取手形及び売掛金 4,548 ― ― ―

電子記録債権 2,874 ― ― ―

合計 12,484 ― ― 　―

　当連結会計年度（2022年３月31日）

１年以内
（百万円）

１年超
５年以内
（百万円）

５年超
10年以内
（百万円）

10年超
（百万円）

現金及び預金 6,660 ― ― ―

受取手形 228 ― ― ―

売掛金 3,639 ― ― ―

電子記録債権 2,010 ― ― ―

合計 12,538 ― ― ―

(注)３ 社債、長期借入金、リース債務及びその他の有利子負債の連結決算日後の返済予定額

前連結会計年度（2021年３月31日）

区分
１年以内
(百万円)

１年超
２年以内
(百万円)

２年超
３年以内
(百万円)

３年超
４年以内
(百万円)

４年超
５年以内
(百万円)

５年超
(百万円)

短期借入金 5,980 ― ― ― ― ―

社債 ― ― ― ― ― ―

長期借入金 ― 4,100 890 610 100 ―

リース債務 20 19 17 12 10 3

合計 6,000 4,119 907 622 110 3

　



― 55 ―

当連結会計年度（2022年３月31日）

区分
１年以内
(百万円)

１年超
２年以内
(百万円)

２年超
３年以内
(百万円)

３年超
４年以内
(百万円)

４年超
５年以内
（百万円）

５年超
(百万円)

短期借入金 8,390 ― ― ― ― ―

社債 240 240 240 240 120 ―

長期借入金 ― 995 725 210 55 ―

リース債務 59 57 51 50 43 197

合計 8,689 1,292 1,016 500 218 197

３．金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つのレベルに分類して

おります。

レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の

対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価

レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時価の算定に係るイ

ンプットを用いて算定した時価

レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価

時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレ

ベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。

(1) 時価で連結貸借対照表に計上している金融商品

当連結会計年度（2022年３月31日）

区分
時価（百万円）

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

有価証券及び投資有価証券

その他有価証券

株式 4 － － 4

資産計 4 － － 4

デリバティブ取引

通貨関連 － 5 － 5

負債計 － 5 － 5

(2) 時価で連結貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品

当連結会計年度（2022年３月31日）

区分
時価（百万円）

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

社債 － 1,078 － 1,078

長期借入金 － 6,194 － 6,194

負債計 － 7,272 － 7,272

（注）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

有価証券及び投資有価証券

上場株式は相場価格を用いて評価しております。上場株式は活発な市場で取引されているため、その時価をレベル１

の時価に分類しております。
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デリバティブ取引

為替予約の時価は、取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しており、レベル２の時価に分類しておりま

す。金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、そ

の時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。

社債

当社の発行する社債の時価は、元利金の合計額と、当該社債の残存期間及び信用リスクを加味した利率を基に割引現

在価値法により算定しており、レベル２の時価に分類しております。

長期借入金

長期借入金の時価は、元利金の合計額と、当該長期借入金の残存期間及び信用リスクを加味した利率を基に割引現在

価値法により算定しており、レベル２の時価に分類しております。

(有価証券関係)

重症性が乏しいため、記載を省略しております。

(デリバティブ取引関係)

１．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

（1）通貨関連

前連結会計年度(2021年３月31日）

区分 取引の種類 契約額等(百万円)
契約額等のうち

１年超
（百万円）

時価(百万円) 評価損益(百万円)

市場取引以外の取引 為替予約取引

　売建

　 米ドル 1,509 ― △6 △6

　 ユーロ 322 ― △0 △0

　 タイバーツ ― ― ― ―

　 中国元 137 ― △1 △1

当連結会計年度(2022年３月31日）

区分 取引の種類 契約額等(百万円)
契約額等のうち

１年超
（百万円）

時価(百万円) 評価損益(百万円)

市場取引以外の取引 為替予約取引

　売建

　 米ドル 458 ― △2 △2

　 ユーロ 231 ― △1 △1

　 タイバーツ ― ― ― ―

　 中国元 230 ― △1 △1
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２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

（1）金利関連

前連結会計年度(2021年３月31日）

ヘッジ会計の方法 取引の種類 主なヘッジ対象
契約額等
（百万円）

契約額等のうち
１年超

（百万円）

時価
（百万円）

金利スワップの
特例処理

金利スワップ取引
支払固定・受取変動

長期借入金 6,257 5,001 （注）

（注）金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、

その時価は当該長期借入金の時価に含めて記載しております。

当連結会計年度(2022年３月31日）

ヘッジ会計の方法 取引の種類 主なヘッジ対象
契約額等
（百万円）

契約額等のうち
１年超

（百万円）

時価
（百万円）

金利スワップの
特例処理

金利スワップ取引
支払固定・受取変動

長期借入金 5,118 1,322 （注）

（注）金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、

その時価は当該長期借入金の時価に含めて記載しております。

(退職給付関係)

１．採用している退職給付制度の概要

当社は、従業員の退職給付に充てるため、積立型の確定給付制度及び非積立型の退職一時金制度を採用してお

ります。

確定給付企業年金制度（すべて積立型制度であります。）では、給与と勤務期間に基づいた一時金又は年金を

支給しております。また、確定給付企業年金制度にキャッシュ・バランス・プランを導入しております。当該制

度では、加入者ごとに積立額及び年金額の原資に相当する仮想個人口座を設けております。仮想個人口座には、

主として市場金利の動向に基づく利息クレジットと、給与水準等に基づく拠出クレジットを累積しております。

退職一時金制度では、退職給付として、給与と勤務期間に基づいた一時金を支給しております。

２．確定給付制度

（1）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

（百万円）

前連結会計年度
(自 2020年４月１日
至 2021年３月31日)

当連結会計年度
(自 2021年４月１日
至 2022年３月31日)

退職給付債務の期首残高 6,503 6,527

勤務費用 246 271

利息費用 20 20

数理計算上の差異の発生額 99 70

退職給付の支払額 △342 △371

退職給付債務の期末残高 6,527 6,518
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（2）年金資産の期首残高と期末残高の調整表

（百万円）

前連結会計年度
(自 2020年４月１日
至 2021年３月31日)

当連結会計年度
(自 2021年４月１日
至 2022年３月31日)

年金資産の期首残高 2,993 3,246

期待運用収益 59 64

数理計算上の差異の発生額 148 △64

事業主からの拠出額 211 213

退職給付の支払額 △167 △185

年金資産の期末残高 3,246 3,274

（3）退職給付債務及び年金資産の期末残高と連結貸借対照表に計上された退職給付に係る負債の調整表

（百万円）

前連結会計年度
(2021年３月31日)

当連結会計年度
(2022年３月31日)

積立型制度の退職給付債務 3,159 3,151

年金資産 △3,246 △3,274

△87 △122

非積立型制度の退職給付債務 3,368 3,367

連結貸借対照表に計上された負債 3,281 3,244

退職給付に係る負債 3,281 3,244

　

（4）退職給付費用及びその内訳項目の金額

（百万円）

前連結会計年度
(自 2020年４月１日
至 2021年３月31日)

当連結会計年度
(自 2021年４月１日
至 2022年３月31日)

勤務費用 246 271

利息費用 20 20

期待運用収益 △59 △64

数理計算上の差異の費用処理額 142 159

過去勤務費用の費用処理額 ― ―

割増退職金 20 9

確定給付制度に係る退職給付費用 369 395

　

（5）退職給付に係る調整額

退職給付に係る調整額に計上した項目の内訳は次のとおりであります。

（百万円）

前連結会計年度
(自 2020年４月１日
至 2021年３月31日)

当連結会計年度
(自 2021年４月１日
至 2022年３月31日)

過去勤務費用 ― ―

数理計算上の差異 190 24

合計 190 24
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（6）退職給付に係る調整累計額

退職給付に係る調整累計額に計上した項目の内訳は次のとおりであります。

（百万円）

前連結会計年度
(2021年３月31日)

当連結会計年度
(2022年３月31日)

未認識過去勤務費用 ― ―

未認識数理計算上の差異 874 850

合計 874 850

　

（7）年金資産に関する事項

①年金資産の主な内訳

年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。

前連結会計年度
(2021年３月31日)

当連結会計年度
(2022年３月31日)

債券 48% 47%

株式 ― ―

一般勘定 20% 22%

その他 32% 31%

合計 100% 100%

②長期期待運用収益率の設定方法

年金資産の資産構成を踏まえ、運用収益の過去の実績及び将来期待される収益率を考慮の上設定しておりま

す。

　

（8）数理計算上の計算基礎に関する事項

主要な数理計算上の計算基礎

前連結会計年度
(自 2020年４月１日
至 2021年３月31日)

当連結会計年度
(自 2021年４月１日
至 2022年３月31日)

割引率 0.31% 0.31%

長期期待運用収益率 2.0% 2.0%
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(税効果会計関係)

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

前連結会計年度
(2021年３月31日)

当連結会計年度
(2022年３月31日)

(繰延税金資産)

繰越欠損金（注２） 619百万円 746百万円

退職給付に係る負債 981 969

賞与引当金 135 134

棚卸資産 476 459

有価証券 12 12

未払事業税 21 10

未払売上原価 104 36

減損損失 139 123

その他 370 368

繰延税金資産小計 2,860 2,860

税務上の繰越欠損金に係る
評価性引当額（注２）

△610 △743

将来減算一時差異等の合計に係る
評価性引当額

△2,151 △2,040

評価性引当額小計（注１） △2,762 △2,783

繰延税金資産合計 98 76

(繰延税金負債)

在外子会社の留保利益 △214 △261

その他有価証券評価差額金 △0 △0

その他 △0 △3

繰延税金負債合計 △215 △265

繰延税金資産の純額 △116 △188

(注) １．評価性引当額が21百万円増加しております。この増加の主な内容は、税務上の繰越欠損金に係る評価性引当

額が132百万円増加したことによるものであります。

２．税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

前連結会計年度（2021年３月31日）

１年以内
１年超
２年以内

２年超
３年以内

３年超
４年以内

４年超
５年以内

５年超 合計

税務上の繰越欠損金(a) ― ― ― ― 340 278 619百万円

評価性引当額 ― ― ― ― △340 △270 △610百万円

繰延税金資産 ― ― ― ― ― 8 8百万円

(a) 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。

(b) 税務上の繰越欠損金619百万円（法定実効税率を乗じた額）について、繰延税金資産８百万円を計上しており

ます。当該繰延税金資産８百万円は、当社の連結子会社であるENSHU(USA)CORPORATIONにおける税務上の繰越欠

損金の一部について認識したものであります。当該税務上の繰越欠損金については、将来の課税所得の見込み等

により回収可能と判断した部分については評価性引当金を認識しておりません。

当連結会計年度（2022年３月31日）

１年以内
１年超
２年以内

２年超
３年以内

３年超
４年以内

４年超
５年以内

５年超 合計

税務上の繰越欠損金(a) ― ― ― 318 ― 427 746百万円

評価性引当額 ― ― ― △318 ― △424 △743百万円

繰延税金資産 ― ― ― ― ― 3 3百万円

(a) 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。

(b) 税務上の繰越欠損金746百万円（法定実効税率を乗じた額）について、繰延税金資産３百万円を計上しており

ます。当該繰延税金資産３百万円は、当社の連結子会社であるENSHU(USA)CORPORATIONにおける税務上の繰越欠

損金の一部について認識したものであります。当該税務上の繰越欠損金については、将来の課税所得の見込み等

により回収可能と判断した部分については評価性引当金を認識しておりません。
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２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異がある時の、当該差異の原因となった

主要な項目別の内訳

前連結会計年度
(2021年３月31日)

当連結会計年度
(2022年３月31日)

法定実効税率 29.9％ 29.9％

（調整）

交際費等永久に損金に算入されない項目 1.4％ 1.3％

受取配当金等永久に益金に算入されない
項目

△0.0％ △0.0％

住民税均等割等 1.8％ 1.3％

優遇税制に伴う免税額 △3.9％ △4.0％

評価性引当額の変動 6.2％ 6.1％

海外子会社との税率の差異 △4.0％ △11.3％

海外子会社の留保利益 5.9％ 8.3％

外国税額控除 0.4％ 0.7％

その他 0.5％ 2.8％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 38.3％ 35.0％

(資産除去債務関係)

資産除去債務のうち連結貸借対照表に計上しているもの

(1) 当該資産除去債務の概要

「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法」に基づく、ＰＣＢ（ポリ塩化ビフェニ

ル）廃棄物処理費用等であります。

(2) 当該資産除去債務の金額の算定方法

使用見込期間を経過している為、合理的に見積もった除去費用の金額を計上しております。

(3) 当該資産除去債務の総額の増減

前連結会計年度
(自 2020年４月１日
至 2021年３月31日)

当連結会計年度
(自 2021年４月１日
至 2022年３月31日)

期首残高 119百万円 43百万円

履行による減少額 △75 △2

見積りの変更による減少額(注) ― △1

期末残高 43 40

(注) ＰＣＢ含有機器の廃棄費用の見積り額が変更になったことなどに伴う減少額であります。
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(賃貸等不動産関係)

１．賃貸等賃貸等不動産の概要

当社グループは、静岡県において、賃貸用の商業用施設（土地を含む。）を有しております。

２．賃貸等不動産の連結貸借対照表計上額、期中増減額及び時価

(単位：百万円)

前連結会計年度
(自 2020年４月１日
至 2021年３月31日)

当連結会計年度
(自 2021年４月１日
至 2022年３月31日)

連結貸借対照表計上額

期首残高 1,753 1,755

期中増減額 1 △9

期末残高 1,755 1,746

期末時価 1,585 1,582

(注) １．連結貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額を控除した金額であります。

２．期中増減額のうち、前連結会計年度の主な増加は、改修にかかる資本的支出(11百万円)であり、主な減少は

建物及び構築物の減価償却費(９百万円)であります。

当連結会計年度の主な減少は建物及び構築物の減価償却費(９百万円)であります。

３．期末の時価は、主として「不動産鑑定評価基準」に基づいて自社で算定した金額(指標等を用いて調整を行

ったものを含む。)であります。

また、賃貸等不動産に関する損益は、次のとおりであります。

(単位：百万円)

前連結会計年度
(自 2020年４月１日
至 2021年３月31日)

当連結会計年度
(自 2021年４月１日
至 2022年３月31日)

賃貸等不動産

賃貸収益 70 70

賃貸費用 19 19

差額 51 51

その他(売却損益等) ― ―

(収益認識関係)

１．顧客との契約から生じる収益を分解した情報

当連結会計年度(自 2021年４月１日 至 2022年３月31日)

(単位：百万円)

報告セグメント
その他
(注)

合計工作機械
関連事業

部品加工
関連事業

計

国内 3,275 10,360 13,635 ― 13,635

アジア 5,256 1,061 6,317 ― 6,317

北米 2,264 ― 2,264 ― 2,264

欧州 1,611 ― 1,611 ― 1,611

その他 4 ― 4 ― 4

顧客との契約から生じる収益 12,411 11,421 23,833 ― 23,833

その他の収益 ― ― ― 70 70

外部顧客への売上高 12,411 11,421 23,833 70 23,904

(注) 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、不動産賃貸事業であります。

２．顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

収益を理解するための基礎となる情報は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 ４ 会計方針に

関する事項 （4）重要な収益及び費用の計上基準」に記載のとおりです。
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３．顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当連結会計年度

末において存在する顧客との契約から翌連結会計年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情

報

（1）顧客との契約から生じた債権及び契約負債の残高等

当連結会計年度における当社及び連結子会社における顧客との契約から計上された売上債権、及び契約負債の期

首及び期末残高は下記のとおりです。

当連結会計年度(自 2021年４月１日 至 2022年３月31日)

(単位：百万円)

当連結会計年度

期首残高 期末残高

顧客との契約により生じた債権 4,548 3,867

契約負債 979 565

契約負債の増減は、主として前受金の受取り（契約負債の増加）と収益認識（同、減少）により生じたものであ

ります。なお、当連結会計年度中に認識された収益のうち、期首時点で契約負債に含まれていた金額は969百万円で

あり、過去の期間に充足された履行義務に係る金額は重要ではありません。

（2）残存履行義務に配分した取引価格

当連結会計年度末時点で未充足の履行義務に配分した取引価格の総額及び収益の認識が見込まれる期間は以下の

とおりであります。

当連結会計年度(自 2021年４月１日 至 2022年３月31日)

(単位：百万円)

当連結会計年度

１年以内 9,608

１年超 1,702

合計 11,310
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(セグメント情報等)

【セグメント情報】

１．報告セグメントの概要

当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源

の配分の決定及び業績を評価するために定期的に検討を行う対象となっているものであります。

当社は事業部を基礎とした製品・サービス別のセグメントから構成されており、「工作機械関連事業」及び「部

品加工関連事業」の２つを報告セグメントとしております。

「工作機械関連事業」はフレキシブルトランスファーマシン＆ライン、各種専用機、マシニングセンタ及び半導

体レーザー加工機等の製造販売をしております。「部品加工関連事業」は、二輪車用エンジン等の輸送機器部品の

製造販売をしております。

２．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法

報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」にお

ける記載と同一であります。

報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。セグメント間の内部収益及び振替高は市場実勢価

格に基づいております。

「会計方針の変更」に記載のとおり、当連結会計年度に係る連結財務諸表から収益認識会計基準等を適用し、収

益認識に関する会計処理方法を変更したため、事業セグメントの利益又は損失の算定方法を同様に変更しておりま

す。

当該変更により、従来の方法に比べて、当連結会計年度の「工作機械関連事業」の売上高が82百万円増加し、セ

グメント利益が44百万円増加しております。

３．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報

前連結会計年度(自 2020年４月１日 至 2021年３月31日)

(単位：百万円)

報告セグメント
その他
（注）１

合計
調整額
（注）２

連結財務諸
表計上額
（注）３工作機械

関連事業
部品加工
関連事業

計

売上高

外部顧客への売上高 13,067 8,982 22,050 70 22,120 ― 22,120

セグメント間の内部
売上高又は振替高

240 ― 240 ― 240 △240 ―

計 13,308 8,982 22,290 70 22,360 △240 22,120

セグメント利益又は損失
（△）

425 △14 411 51 463 ― 463

セグメント資産 17,430 10,262 27,693 1,755 29,448 3,547 32,996

その他の項目

減価償却費 284 810 1,095 9 1,104 △13 1,090

減損損失 2 ― 2 ― 2 ― 2

有形固定資産及び
無形固定資産の増加額

366 785 1,151 11 1,163 8 1,172

(注) １．「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、不動産賃貸事業であります。

２．調整額は以下のとおりであります。

セグメント資産の調整額3,547百万円には各報告セグメントに配分していない全社資産が含まれておりま

す。全社資産は主に余資投資資金（現金及び預金・投資有価証券）及び管理部門に係る資産等であります。

３．セグメント利益又は損失（△）は、連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
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当連結会計年度(自 2021年４月１日 至 2022年３月31日)

(単位：百万円)

報告セグメント
その他
（注）１

合計
調整額
（注）２

連結財務諸
表計上額
（注）３工作機械

関連事業
部品加工
関連事業

計

売上高

外部顧客への売上高 12,411 11,421 23,833 70 23,904 ― 23,904

セグメント間の内部
売上高又は振替高

291 ― 291 ― 291 △291 ―

計 12,703 11,421 24,124 70 24,195 △291 23,904

セグメント利益 142 557 700 51 751 ― 751

セグメント資産 16,810 10,145 26,956 1,746 28,702 5,268 33,970

その他の項目

減価償却費 287 846 1,134 9 1,143 △13 1,129

減損損失 ― 12 12 ― 12 ― 12

有形固定資産及び
無形固定資産の増加額

378 715 1,093 ― 1,093 ― 1,093

(注) １．「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、不動産賃貸事業であります。

２．調整額は以下のとおりであります。

セグメント資産の調整額5,268百万円には各報告セグメントに配分していない全社資産が含まれておりま

す。全社資産は主に余資投資資金（現金及び預金・投資有価証券）及び管理部門に係る資産等であります。

３．セグメント利益は、連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
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【関連情報】

前連結会計年度(自 2020年４月１日　至 2021年３月31日)

１．製品及びサービスごとの情報

セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。

２．地域ごとの情報

(1) 売上高

(単位：百万円)

日本 中国 北米 タイ 欧州 その他 合計

13,810 1,660 2,142 401 306 3,798 22,120

（注）売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。

(2) 有形固定資産

（単位：百万円）

日本 ベトナム その他 合計

12,430 1,170 110 13,711

３．主要な顧客ごとの情報

(単位：百万円)

顧客の名称又は氏名 売上高 関連するセグメント名

ヤマハ発動機株式会社 5,939 工作機械関連事業及び部品加工関連事業

当連結会計年度(自 2021年４月１日　至 2022年３月31日)

１．製品及びサービスごとの情報

セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。

２．地域ごとの情報

(1) 売上高

(単位：百万円)

日本 中国 北米 タイ 欧州 その他 合計

13,706 1,981 2,264 518 1,611 3,822 23,904

（注）売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。

(2) 有形固定資産

（単位：百万円）

日本 ベトナム その他 合計

12,589 1,150 141 13,880

３．主要な顧客ごとの情報

(単位：百万円)

顧客の名称又は氏名 売上高 関連するセグメント名

ヤマハ発動機株式会社 7,962 工作機械関連事業及び部品加工関連事業
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【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】

前連結会計年度(自 2020年４月１日　至 2021年３月31日)

セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。

当連結会計年度(自 2021年４月１日　至 2022年３月31日)

セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。

【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】

前連結会計年度(自 2020年４月１日　至 2021年３月31日)

該当事項はありません。

当連結会計年度(自 2021年４月１日　至 2022年３月31日)

該当事項はありません。

【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

前連結会計年度（自 2020年４月１日　至 2021年３月31日）

該当事項はありません。

当連結会計年度（自 2021年４月１日　至 2022年３月31日）

該当事項はありません。
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【関連当事者情報】

前連結会計年度(自 2020年４月１日　至 2021年３月31日)

１．関連当事者との取引

(1) 連結財務諸表提出会社と関連当事者との取引

連結財務諸表提出会社の親会社及び主要株主(会社等に限る)等

種類
会社等の名称
又は氏名

所在地
資本金又
は出資金
(百万円)

事業の内容
又は職業

議決権等
の所有
(被所有)
割合(％)

関連当事者
との関係

取引の内容
取引金額
(百万円)

科目
期末残高
(百万円)

主要株主
ヤマハ
発動機㈱

静岡県
磐田市

85,973
二輪車
船舶機
製造

（被所有）
直接 10.28

二輪車用エン
ジン部品等の
受託加工

受託加工 5,939

受取手形及び
売掛金

824

電子記録債権 999

原材料の仕入 2,751
支払手形及び
買掛金

830

取引条件及び取引条件の決定方針等

(注) １．受託加工及び原材料の仕入については、市場価格、総原価を勘案して価格交渉のうえ、一般的取引条件を参

考に決定しております。

２．記載金額のうち、取引金額には消費税等は含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

(2) 連結財務諸表提出会社の連結子会社と関連当事者との取引

記載すべき重要なものはありません。

２．親会社又は重要な関連会社に関する注記

該当事項はありません。

当連結会計年度(自 2021年４月１日　至 2022年３月31日)

１．関連当事者との取引

(1) 連結財務諸表提出会社と関連当事者との取引

連結財務諸表提出会社の親会社及び主要株主(会社等に限る)等

種類
会社等の名称
又は氏名

所在地
資本金又
は出資金
(百万円)

事業の内容
又は職業

議決権等
の所有
(被所有)
割合(％)

関連当事者
との関係

取引の内容
取引金額
(百万円)

科目
期末残高
(百万円)

主要株主
ヤマハ
発動機㈱

静岡県
磐田市

86,100
二輪車
船舶機
製造

（被所有）
直接 10.28

二輪車用エン
ジン部品等の
受託加工

受託加工 7,962

受取手形及び
売掛金

860

電子記録債権 972

原材料の仕入 3,723
支払手形及び
買掛金

572

取引条件及び取引条件の決定方針等

(注) １．受託加工及び原材料の仕入については、市場価格、総原価を勘案して価格交渉のうえ、一般的取引条件を参

考に決定しております。

２．記載金額のうち、取引金額には消費税等は含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

(2) 連結財務諸表提出会社の連結子会社と関連当事者との取引

記載すべき重要なものはありません。

２．親会社又は重要な関連会社に関する注記

該当事項はありません。
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(１株当たり情報)

前連結会計年度
(自 2020年４月１日
至 2021年３月31日)

当連結会計年度
(自 2021年４月１日
至 2022年３月31日)

１株当たり純資産額 1,587.07円 1,697.85円

１株当たり当期純利益 39.71円 58.73円

(注) １．潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

２．１株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

前連結会計年度
(自 2020年４月１日
至 2021年３月31日)

当連結会計年度
(自 2021年４月１日
至 2022年３月31日)

親会社株主に帰属する当期純利益(百万円) 250 370

普通株主に帰属しない金額(百万円) ― ―

普通株式に係る親会社株主に帰属する
当期純利益(百万円)

250 370

普通株式の期中平均株式数(株) 6,305,917 6,305,526

３．「会計方針の変更」に記載のとおり、当連結会計年度より収益認識会計基準等を適用しております。この結

果、当連結会計年度の１株当たり純資産額は０円05銭減少し、１株当たり当期純利益は７円07銭増加してお

ります。

(重要な後発事象)

該当事項はありません。
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⑤ 【連結附属明細表】

【社債明細表】

会社名 銘柄 発行年月日
当期首残高
（百万円）

当期末残高
（百万円）

利率
（％）

担保 償還期限

エンシュウ㈱
第１回

無担保社債
2021年９月27日 ―

540
(120)

0.28 なし 2026年９月25日

エンシュウ㈱
第２回

無担保社債
2021年９月30日 ―

540
(120)

0.14 なし 2026年９月30日

合計 ― ― ―
1,080
(240)

― ― ―

(注) １．「当期末残高」欄の(内書)は、１年内償還予定の金額であります。

２．連結決算日後５年内における１年ごとの償還予定額は以下のとおりです。

１年以内
（百万円）

１年超２年以内
（百万円）

２年超３年以内
（百万円）

３年超４年以内
（百万円）

４年超５年以内
（百万円）

240 240 240 240 120

【借入金等明細表】

区分
当期首残高
(百万円)

当期末残高
(百万円)

平均利率
(％)

返済期限

短期借入金 4,280 4,180 1.49 ―

１年以内に返済予定の長期借入金 1,700 4,210 1.64 ―

１年以内に返済予定のリース債務 20 59 ― ―

長期借入金(１年以内に返済予定
のものを除く。)

5,700 1,985 1.52
2023年６月～
2026年９月

リース債務(１年以内に返済予定
のものを除く。)

64 399 ―
2023年４月～
2032年２月

その他有利子負債 ― ― ― ―

合計 11,764 10,833 ― ―

(注) １．「平均利率」については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。

２．リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対

照表に計上しているため、「平均利率」を記載しておりません。

３．長期借入金、リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後５年以内における返済予定額

は以下のとおりであります。

区分
１年超２年以内

(百万円)
２年超３年以内

(百万円)
３年超４年以内

(百万円)
４年超５年以内

(百万円)

長期借入金 995 725 210 55

リース債務 57 51 50 43

【資産除去債務明細表】

当該明細表に記載すべき事項が、資産除去債務関係注記事項として記載されているため記載を省略しておりま

す。
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(2)【その他】

当連結会計年度における四半期情報等

（累計期間） 第１四半期 第２四半期 第３四半期 当連結会計年度

売上高 (百万円) 5,837 10,928 15,896 23,904

税金等調整前
四半期(当期)純利益

(百万円) 138 201 239 569

親会社株主に帰属する
四半期(当期)純利益

(百万円) 25 85 119 370

１株当たり
四半期(当期)純利益

(円) 4.03 13.53 18.90 58.73

（会計期間） 第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

１株当たり四半期純利益 (円) 4.03 9.50 5.37 39.83
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２ 【財務諸表等】

(1) 【財務諸表】

①【貸借対照表】

(単位：百万円)

前事業年度
(2021年３月31日)

当事業年度
(2022年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 3,377 4,685

受取手形 7 215

売掛金 ※1 4,726 ※1 3,968

電子記録債権 2,874 2,010

商品及び製品 793 805

仕掛品 2,796 2,814

原材料及び貯蔵品 912 1,129

未収入金 ※1 16 ※1 22

前払金 14 13

前払費用 39 53

関係会社短期貸付金 968 398

未収消費税等 ― 415

その他 ※1 63 ※1 38

貸倒引当金 △0 △0

流動資産合計 16,590 16,570

固定資産

有形固定資産

建物 ※2 1,946 ※2 1,894

構築物 ※2 145 ※2 133

機械及び装置 ※2 2,419 ※2 2,409

車両運搬具 11 12

工具、器具及び備品 301 288

土地 ※2 7,392 ※2 7,392

リース資産 3 357

建設仮勘定 214 103

有形固定資産合計 12,434 12,592

無形固定資産

ソフトウエア 69 69

リース資産 61 48

無形固定資産合計 131 118
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(単位：百万円)

前事業年度
(2021年３月31日)

当事業年度
(2022年３月31日)

投資その他の資産

投資有価証券 12 12

関係会社株式 415 415

出資金 0 0

関係会社出資金 1,383 1,331

関係会社長期貸付金 285 64

従業員に対する長期貸付金 18 18

長期前払費用 61 45

その他 27 14

貸倒引当金 △2 △10

投資その他の資産合計 2,202 1,892

固定資産合計 14,768 14,603

繰延資産

社債発行費 ― 26

繰延資産合計 ― 26

資産合計 31,358 31,199
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(単位：百万円)

前事業年度
(2021年３月31日)

当事業年度
(2022年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形 117 265

買掛金 ※1 1,653 ※1 2,157

電子記録債務 928 1,519

短期借入金 ※2 5,980 ※2 8,390

１年内償還予定の社債 ― ※2 240

リース債務 16 54

未払金 901 551

未払費用 143 114

未払法人税等 3 42

未払消費税等 352 ―

前受金 709 ―

契約負債 ― 233

預り金 122 122

賞与引当金 453 450

資産除去債務 3 ―

関係会社清算損失引当金 ― 121

営業外電子記録債務 118 98

その他 9 7

流動負債合計 11,511 14,368

固定負債

社債 ― ※2 840

長期借入金 ※2 5,700 ※2 1,985

リース債務 55 395

再評価に係る繰延税金負債 1,563 1,563

繰延税金負債 0 0

退職給付引当金 2,404 2,373

役員退職慰労引当金 15 15

資産除去債務 40 40

長期預り保証金 35 35

固定負債合計 9,816 7,250

負債合計 21,327 21,618

純資産の部

株主資本

資本金 4,640 4,640

利益剰余金

利益準備金 12 15

その他利益剰余金

繰越利益剰余金 1,779 1,326

利益剰余金合計 1,792 1,342

自己株式 △70 △70

株主資本合計 6,363 5,912

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 1 2

土地再評価差額金 3,666 3,666

評価・換算差額等合計 3,668 3,668

純資産合計 10,031 9,581

負債純資産合計 31,358 31,199
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②【損益計算書】

(単位：百万円)
前事業年度

(自 2020年４月１日
　至 2021年３月31日)

当事業年度
(自 2021年４月１日
　至 2022年３月31日)

売上高 ※4 19,012 ※4 20,834

売上原価 ※4 17,288 ※4 18,466

売上総利益 1,723 2,367

販売費及び一般管理費 ※1,※4 1,717 ※1,※4 2,423

営業利益又は営業損失（△） 5 △56

営業外収益

受取利息 ※4 35 ※4 16

受取配当金 ※4 0 ※4 0

受取ロイヤリティー ※4 30 ※4 46

雇用調整助成金 83 ―

為替差益 ― 14

その他 ※4 60 ※4 56

営業外収益合計 210 134

営業外費用

支払利息 226 179

為替差損 31 ―

その他 18 28

営業外費用合計 275 208

経常損失（△） △59 △130

特別利益

固定資産売却益 ※2 0 ※2 0

特別利益合計 0 0

特別損失

減損損失 ― 12

固定資産廃棄損 ※3 1 ※3 32

関係会社出資金評価損 112 51

関係会社清算損失引当金繰入額 ― 121

その他 0 ―

特別損失合計 114 218

税引前当期純損失（△） △173 △348

法人税、住民税及び事業税 7 25

法人税等合計 7 25

当期純損失（△） △181 △373
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③【株主資本等変動計算書】

前事業年度(自 2020年４月１日 至 2021年３月31日)

(単位：百万円)

株主資本 評価・換算差額等

純資産合計
資本金

利益剰余金

自己株式
株主資本合

計

その他有価

証券評価差

額金

土地再評価

差額金

評価・換算

差額等合計利益準備金

その他利益

剰余金 利益剰余金

合計繰越利益剰

余金

当期首残高 4,640 6 2,030 2,036 △69 6,608 0 3,666 3,666 10,274

当期変動額

剰余金の配当 6 △69 △63 △63 △63

当期純損失（△） △181 △181 △181 △181

自己株式の取得 △0 △0 △0

株主資本以外の項目の

当期変動額（純額）
1 1 1

当期変動額合計 ― 6 △250 △244 △0 △245 1 ― 1 △243

当期末残高 4,640 12 1,779 1,792 △70 6,363 1 3,666 3,668 10,031

当事業年度(自 2021年４月１日 至 2022年３月31日)

(単位：百万円)

株主資本 評価・換算差額等

純資産合計
資本金

利益剰余金

自己株式
株主資本合

計

その他有価

証券評価差

額金

土地再評価

差額金

評価・換算

差額等合計利益準備金

その他利益

剰余金 利益剰余金

合計繰越利益剰

余金

当期首残高 4,640 12 1,779 1,792 △70 6,363 1 3,666 3,668 10,031

会計方針の変更による

累積的影響額
△44 △44 △44 △44

会計方針の変更を反映し

た当期首残高
4,640 12 1,734 1,747 △70 6,318 1 3,666 3,668 9,986

当期変動額

剰余金の配当 3 △34 △31 △31 △31

当期純損失（△） △373 △373 △373 △373

自己株式の取得 △0 △0 △0

株主資本以外の項目の

当期変動額（純額）
0 0 0

当期変動額合計 ― 3 △408 △405 △0 △405 0 ― 0 △405

当期末残高 4,640 15 1,326 1,342 △70 5,912 2 3,666 3,668 9,581
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【注記事項】

(重要な会計方針)

１．資産の評価基準及び評価方法

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

　 ①子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法

　 ②その他有価証券

市場価格のない株式等以外のもの

時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定)

市場価格のない株式等

移動平均法による原価法

(2) デリバティブ

　時価法によっております。

(3) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

　 評価基準は原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)

　 ①商品・製品・仕掛品

　 工作機械 個別法

　 部品加工 総平均法

　 ②半製品・原材料・貯蔵品

　 総平均法

２．固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産（リース資産を除く）

定額法によっております。

なお、主な耐用年数は次のとおりであります。

建物 ７～50年

機械及び装置 10年

(2) 無形固定資産（リース資産を除く）

定額法によっております。

なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(５年)に基づく定額法によっておりま

す。

(3) リース資産

　所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

　自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法を採用しております。

　所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

　リース期間定額法によっております。

　なお、主なリース期間は５年です。

３．引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権について

は個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

(2) 賞与引当金

従業員賞与の支払に充てるため、会社基準(支払予定額)による要支給額を引当てております。

(3) 関係会社清算損失引当金

関係会社の清算にかかる支出に備えるため、清算費用の見込額に基づき計上しております。
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(4) 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上し

ております。

過去勤務費用は、15年による定額法により費用処理しております。数理計算上の差異は、15年による定額法

により按分した額を、発生の翌事業年度から費用処理しております。

(5) 役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づく事業年度末要支給額を計上しております。なお、2007

年４月27日開催の取締役会において、2007年６月28日開催の定時株主総会終結の時をもって役員退職慰労金制

度を廃止することを決議いたしました。当事業年度末における役員退職慰労引当金残高は、当制度廃止以前か

ら在職している取締役に対する支給見込額であります。

４. 収益及び費用の計上基準

(1) 工作機械関連事業

当社は、主に工作機械の製造・販売、部品の販売、工作機械の改造工事等の役務提供を行っております。

国内向けの工作機械の販売は製品が顧客に検収された時点において、海外向けの工作機械の販売は主として

製品を船積みした時点において、顧客が当該製品の支配を獲得し、履行義務が充足されると判断していること

から、原則として当該時点において収益を認識しております。

部品の販売においては、出荷時から顧客による検収時までの期間が通常の期間である場合には、出荷時に収

益を認識しております。

改造工事等の役務提供は役務が完了し、顧客が検収をした時点において、履行義務が充足されると判断して

いることから、原則として当該時点において収益を認識しております。これらの履行義務に対する対価は、履

行義務充足後、別途定める支払条件により概ね1年以内に回収しており、重大な金融要素は含んでおりません。

(2) 部品加工関連事業

当社は、主に二輪車・四輪車等のエンジン・駆動部品の受託加工を行っております。

受託加工製品が検収された時点で、顧客が当該製品の支配を獲得し、履行義務が充足されると判断している

ことから、当該時点において収益を認識しております。

５. 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。

６. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

(1) 退職給付に係る会計処理

退職給付に係る未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用の会計処理の方法は、連結財務諸表におけ

るこれらの会計処理の方法と異なっております。

(2) ヘッジ会計の方法

　ヘッジ会計の方法

　金利スワップの特例処理

　ヘッジ手段

金利スワップ

　ヘッジ対象

　長期借入金

　ヘッジ方針

　長期運転資金の金利を固定化するためのものであります。

　ヘッジ有効性評価の方法

　金利スワップの特例処理の要件を満たしているので、決算日における有効性の評価を省略しております。
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(重要な会計上の見積り)

棚卸資産の評価損に係る見積り

１．当事業年度の財務諸表に計上した金額

当事業年度における工作機械関連事業の棚卸資産は3,587百万円、売上原価に含まれる棚卸資産の評価損は310百

万円であります。

棚卸資産の内訳は以下のとおりです。

（単位：百万円）

前事業年度末 当事業年度末

商品及び製品 549 562

仕掛品 2,289 2,385

原材料及び貯蔵品 496 639

計 3,335 3,587

２．識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

連結財務諸表「注記事項（重要な会計上の見積り）２.識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する

情報」に記載した内容と同一であります。

(会計方針の変更)

１．収益認識に関する会計基準等の適用

「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年３月31日。以下「収益認識会計基準」という。）

等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービス

と交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。これにより、一部の工作機械販売に係

る取引については、従来の基準に比して収益認識の時期にずれが生じるため、それぞれの履行義務の充足時期に対

応して収益を認識することとしております。また、従来は販売費及び一般管理費に計上しておりました販売報奨金

について、売上高から減額する方法に変更しております。

収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従ってお

り、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の利益剰

余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。

この結果、当事業年度の売上高が76百万円、売上原価が40百万円それぞれ増加し、販売費及び一般管理費が2百万

円減少したことで、売上総利益は35百万円、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益がそれぞれ38百万円増加し

ております。また、利益剰余金の当期首残高は44百万円減少しております。

収益認識会計基準等の適用に伴い、前事業年度までの前受金を、当事業年度より契約負債として表示しておりま

す。

当事業年度の１株当たり純資産額は１円01銭減少し、１株当たり当期純利益は６円12銭増加しております。

なお、収益認識会計基準第89-３項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」注記に

ついては記載しておりません。

２．時価の算定に関する会計基準等の適用

「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号 2019年７月４日。以下「時価算定会計基準」とい

う。）等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」（企業会計

基準第10号 2019年７月４日）第44－２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな

会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、財務諸表に与える影響はありません。
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(追加情報)

詳細につきましては、「第５ 経理の状況１ 連結財務諸表等(1)連結財務諸表 注記事項」の(追加情報)をご参照

ください。

(貸借対照表関係)

※１ 関係会社に対する金銭債権債務

区分表示されたもの以外で当該関係会社に対する金銭債権又は金銭債務の金額は、次のとおりであります。

前事業年度
(2021年３月31日)

当事業年度
(2022年３月31日)

短期金銭債権 1,663百万円 1,311百万円

短期金銭債務 4 131

※２ 担保資産及び担保付債務

担保に供している資産及び担保付債務は次のとおりであります。

担保に供している資産

前事業年度
(2021年３月31日)

当事業年度
(2022年３月31日)

建物 1,651百万円 1,767百万円

構築物 126 118

機械及び装置 1,160 1,873

土地 7,283 7,287

計 10,221 11,047

担保付債務

前事業年度
(2021年３月31日)

当事業年度
(2022年３月31日)

短期借入金 5,645百万円 8,065百万円

長期借入金 5,555 1,835

１年内償還予定の社債 ― 240

社債 ― 840

計 11,200 10,980

(損益計算書関係)

※１ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額並びにおおよその割合は、次のとおりであります。

前事業年度
(自 2020年４月１日
至 2021年３月31日)

当事業年度
(自 2021年４月１日
至 2022年３月31日)

給料及び賞与 626百万円 662百万円

賞与引当金繰入額 78 85

退職給付費用 68 70

減価償却費 35 36

運賃荷造費 78 459

販売手数料 37 29

貸倒引当金繰入額 0 8

おおよその割合

販売費 58％ 67％

一般管理費 42％ 33％
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※２ 固定資産売却益の内容は、次のとおりであります。

前事業年度
(自 2020年４月１日
至 2021年３月31日)

当事業年度
(自 2021年４月１日
至 2022年３月31日)

機械及び装置 ―百万円 0百万円

車両運搬具 0 0

計 0 0

※３ 固定資産廃棄損の内容は、次のとおりであります。

前事業年度
(自 2020年４月１日
至 2021年３月31日)

当事業年度
(自 2021年４月１日
至 2022年３月31日)

建物 0百万円 0百万円

構築物 0 ―

機械及び装置 1 2

車両運搬具 ― 0

工具、器具及び備品 0 0

建設仮勘定 ― 29

計 1 32

※４ 関係会社との営業取引及び営業取引以外の取引の取引高の総額

前事業年度
(自 2020年４月１日
至 2021年３月31日)

当事業年度
(自 2021年４月１日
至 2022年３月31日)

売上高 1,028百万円 2,612百万円

仕入高等 421 593

営業取引以外の取引高 67 63

(有価証券関係)

前事業年度(2021年３月31日)

子会社株式及び関連会社株式は、市場価格がなく時価を把握することが極めて困難と認められるため、子会社株

式及び関連会社株式の時価を記載しておりません。

なお、時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式及び関連会社株式の貸借対照表計上額は次のと

おりです。

区分
前事業年度
（百万円）

子会社株式 415

当事業年度(2022年３月31日)

子会社株式及び関連会社株式は、市場価格のない株式等のため、子会社株式及び関連会社株式の時価を記載して

おりません。

なお、市場価格のない株式等の子会社株式及び関連会社株式の貸借対照表計上額は次のとおりです。

区分
当事業年度
（百万円）

子会社株式 415
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(税効果会計関係)

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

前事業年度
(2021年３月31日)

当事業年度
(2022年３月31日)

(繰延税金資産)

繰越欠損金 475百万円 575百万円

退職給付引当金 719 709

賞与引当金 135 134

棚卸資産 321 336

有価証券 10 10

子会社出資金 155 181

未払事業税 21 10

未払売上原価 104 36

減損損失 139 123

その他 104 128

繰延税金資産小計 2,188 2,273

税務上の繰越欠損金に係る
評価性引当額

△475 △575

将来減算一時差異等の合計に係る
評価性引当額

△1,712 △1,697

評価性引当額小計 △2,188 △2,273

繰延税金資産合計 ― ―

(繰延税金負債)

その他有価証券評価差額金 △0 △0

繰延税金負債合計 △0 △0

繰延税金資産の純額 △0 △0

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異がある時の、当該差異の原因となった

主要な項目別の内訳

税引前当期純損失が計上されているため、記載を省略しております。

(収益認識関係)

顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、連結財務諸表「注記事項（収益認識関係）」

に同一の内容を記載しているので、注記を省略しております。

(重要な後発事象)

該当事項はありません。
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④ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

（単位：百万円）

区分 資産の種類 当期首残高 当期増加額 当期減少額 当期償却額 当期末残高
減価償却累

計額
有形固定資産

建物 1,946 92 0 144 1,894 5,811

構築物 145 ― ― 11 133 735

機械及び装置 2,419 548
4

(12)
554 2,409 17,861

車両運搬具 11 6 0 5 12 82

工具、器具及び備品 301 149 0 162 288 2,772

土地
7,392

― ― ―
7,392

―
(5,230) (5,230)

リース資産 3 358 ― 4 357 40

建設仮勘定 214 789 899 ― 103 ―

計 12,434 1,945
905
(12)

882 12,592 27,303

無形固定資産
ソフトウェア 69 22 ― 22 69 129

リース資産 61 ― ― 13 48 388

計 131 22 ― 35 118 517

注) １ 当期増減額のうち主なものは、次のとおりであります。

資 産 の 種 類 摘 要

建物
増加額の主なものは、部品加工関連事業の更新工事等33百万円及びその
他部門の更新工事等31百万円であります。

機械及び装置
増加額の主なものは、部品加工関連事業の生産設備490百万円及び工作
機械関連事業の生産設備18百万円であります。

工具、器具及び備品
増加額の主なものは、部品加工関連事業の生産設備116百万円及び工作
機械関連事業の生産設備30百万円であります。

建設仮勘定 増減額の主なものは、上記機械及び装置の取得に伴うものであります。

　
２ 土地の当期首残高及び当期末残高の内書（括弧書）は、土地の再評価に関する法律（平成10年３月31日公布

法律第34号）により行った事業用土地の再評価実施前の帳簿価額との差額であります。

３ 当期減少額のうち（ ）内は内書きで減損損失の計上額であります。

【引当金明細表】

（単位：百万円）

科目 当期首残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高

貸倒引当金 3 8 0 11

賞与引当金 453 450 453 450

役員退職慰労引当金 15 ― ― 15
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(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

(3) 【その他】

該当事項はありません。
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第６ 【提出会社の株式事務の概要】

事業年度 ４月１日から３月31日まで

定時株主総会 ６月中

基準日 ３月31日

剰余金の配当の基準日 ９月30日、３月31日

１単元の株式数 100株

単元未満株式の買取り

　 取扱場所
（特別口座）
東京都千代田区丸の内一丁目３番３号
みずほ信託銀行株式会社 本店証券代行部

　 株主名簿管理人
（特別口座）
東京都千代田区丸の内一丁目３番３号
みずほ信託銀行株式会社

　 取次所 ―

　 買取手数料 株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額

公告掲載方法（注）

当社の公告は電子公告により行っております。ただし、やむを得ない事由により電子
公告を行うことができないときは、日本経済新聞に掲載致します。
当社の公告掲載URLは次のとおりであります。
https://www.enshu.co.jp/koukoku/

株主に対する特典 なし

(注) １．当社の株主は、その有する単元未満株式について、会社法第189条第２項各号に掲げる権利以外の権利行使

することができません。
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第７ 【提出会社の参考情報】

１ 【提出会社の親会社等の情報】

当社には、親会社等はありません。

２ 【その他の参考情報】

当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に次の書類を提出しております。

(1) 有価証券報告書及びその添付書類並びに確認書

事業年度 第153期(自 2020年４月１日　至 2021年３月31日)2021年６月29日東海財務局長に提出。

(2) 内部統制報告書及びその添付書類

事業年度 第153期(自 2020年４月１日　至 2021年３月31日)2021年６月29日東海財務局長に提出。

(3) 四半期報告書及び確認書

第154期第１四半期(自 2021年４月１日　至 2021年６月30日)2021年８月10日東海財務局長に提出。

第154期第２四半期(自 2021年７月１日　至 2021年９月30日)2021年11月15日東海財務局長に提出。

第154期第３四半期(自 2021年10月１日　至 2021年12月31日)2022年２月14日東海財務局長に提出。

(4) 臨時報告書

金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２（株主総会にお

ける議決権行使の結果）の規定に基づく臨時報告書

2021年７月１日東海財務局長に提出
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。
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独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書

2022年６月29日

エンシュウ株式会社

取締役会 御中

仰 星 監 査 法 人

名古屋事務所

指定社員
業務執行社員

公認会計士 小 出 修 平

指定社員
業務執行社員

公認会計士 堤 紀 彦

＜財務諸表監査＞

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて

いるエンシュウ株式会社の2021年４月１日から2022年３月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸

借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結

財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、エ

ンシュウ株式会社及び連結子会社の2022年３月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成

績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準におけ

る当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国におけ

る職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責

任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
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監査上の主要な検討事項

監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重

要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見

の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

１．棚卸資産の評価

監査上の主要な検討事項の
内容及び決定理由

監査上の対応

会社の当連結会計年度の連結貸借対照表には「仕掛
品」2,941百万円が計上されている。これらのうち、
『工作機械関連事業』セグメントの仕掛品は2,475百万
円であり、総資産の7.3％を占めている。

【注記事項】（連結財務諸表作成のための基本となる
重要な事項）４.(１)③棚卸資産及び（重要な会計上の
見積り）の記載のとおり、棚卸資産の貸借対照表価額は
収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定して
おり、期末における正味売却価額が取得原価を下回って
いる場合には、当該正味売却価額をもって貸借対照表価
額としている。

工作機械関連事業の受注は顧客の設備投資活動に直接
結びついているため、景況に対して極めて敏感であり、
不況時は需給関係により販売価格が低下する傾向にあ
る。また、工作機械関連事業のシステム工作機械におい
てはオーダーメイド方式のため、顧客との関係により高
度な品質管理が求められており、追加費用が発生する可
能性がある。

「仕掛品」の正味売却価額は、売価から見積追加製造
原価及び見積販売直接経費を控除して見積られるため、
将来の追加費用を含んだ実行予算を使用して見積もられ
るが、予算書の策定に当たっては工作機械の完成のため
に必要となる作業内容及び工数の見積りに不確実性を伴
う。

以上から、当監査法人は、工作機械関連事業の「仕掛
品」の評価が、当連結会計年度の連結財務諸表監査にお
いて特に重要であり、「監査上の主要な検討事項」に該
当すると判断した。

当監査法人は、工作機械関連事業の「仕掛品」の評価
の妥当性を検討するため、主に以下の監査手続を実施し
た。
(1)内部統制の評価
「仕掛品」の評価に関連する内部統制の整備・運用状

況の有効性を評価した。
(2)正味売却価額の見積りの合理性の評価
過年度における正味売却価額の見積りとその後の販売

価額及び追加製造原価の実績とを比較し、その差異原因
について検討することで、経営者による見積りの精度を
評価した。そのうえで、追加費用の予測を含む、当連結
会計年度末における「仕掛品」の正味売却価額の見積り
の合理性を評価するため、主に以下の手続を実施した。
・仕掛品の正味売却価額の見積りにあたって売価から控
除する見積追加製造原価及び見積販売直接経費の予測に
ついて、製品別の実行予算と照合した。また、売価は注
文書等と照合した。
・製品別の実行予算の原価明細を閲覧し、作業内容ごと
の見積原価について、根拠となる積算資料との照合を実
施した。そのうえで、作業内容や工数の見積り方法及び
見積りに使用したデータが、当該案件等の内容に応じて
適切かどうかについて検討を行った。
・製品別の実行予算の見直しに関する判断について原価
管理者に質問した。見直しが必要な場合には、適時・適
切に実行予算に反映されていることを確かめた。

その他の記載内容

その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書

以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査等委員会の責任は、

その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

当監査法人の連結財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の

記載内容に対して意見を表明するものではない。

連結財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内

容と連結財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そ

のような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告

することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
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連結財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正

に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するた

めに経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるか

どうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示

する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

連結財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表

示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明

することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利

用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家と

しての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続

を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切

な監査証拠を入手する。

・ 連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評

価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及

び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基

づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか

結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記

事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸

表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証

拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠している

かどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎とな

る取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・ 連結財務諸表に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を

入手する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査

意見に対して責任を負う。

監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要

な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに

監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講

じている場合はその内容について報告を行う。

監査人は、監査等委員会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判断した

事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止

されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上

回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。
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＜内部統制監査＞

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第２項の規定に基づく監査証明を行うため、エンシュウ株式会社の2022年

３月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。

当監査法人は、エンシュウ株式会社が2022年３月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の

内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財

務報告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統

制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人

の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から

独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十

分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

内部統制報告書に対する経営者及び監査等委員会の責任

経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告

に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。

監査等委員会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。

なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があ

る。
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内部統制監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかにつ

いて合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することに

ある。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の過程

を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施す

る。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び

適用される。

・ 財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内

部統制報告書の表示を検討する。

・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人

は、内部統制報告書の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責

任を負う。

監査人は、監査等委員会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、識別し

た内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項につい

て報告を行う。

監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに

監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講

じている場合はその内容について報告を行う。

利害関係

会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな

い。

以 上

(注) １．上記の監査報告書の原本は当社（有価証券報告書提出会社）が別途保管しております。

２．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の監査報告書

2022年６月29日

エンシュウ株式会社

取締役会 御中

仰 星 監 査 法 人

名古屋事務所

指定社員
業務執行社員

公認会計士 小 出 修 平

指定社員
業務執行社員

公認会計士 堤 紀 彦

　

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて

いるエンシュウ株式会社の2021年４月１日から2022年３月31日までの第154期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照

表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、エンシ

ュウ株式会社の2022年３月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点にお

いて適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準におけ

る当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職

業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
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監査上の主要な検討事項

監査上の主要な検討事項とは、当事業年度の財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要である

と判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成におい

て対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

１．棚卸資産の評価

監査上の主要な検討事項の
内容及び決定理由

監査上の対応

会社の当事業年度の貸借対照表には「仕掛品」2,814
百万円が計上されている。これらのうち、『工作機械関
連事業』セグメントの仕掛品は2,385百万円であり、総
資産の7.7％を占めている。

【注記事項】（重要な会計方針）１.(３)棚卸資産の
評価基準及び評価方法、（重要な会計上の見積り）に記
載のとおり、棚卸資産の貸借対照表価額は収益性の低下
に基づく簿価切下げの方法により算定しており、期末に
おける正味売却価額が取得原価を下回っている場合に
は、当該正味売却価額をもって貸借対照表価額としてい
る。

工作機械関連事業の受注は顧客の設備投資活動に直接
結びついているため、景況に対して極めて敏感であり、
不況時は需給関係により販売価格が低下する傾向にあ
る。また、工作機械関連事業のシステム工作機械におい
てはオーダーメイド方式のため、顧客との関係により高
度な品質管理が求められており、追加費用が発生する可
能性がある。

「仕掛品」の正味売却価額は、売価から見積追加製造
原価及び見積販売直接経費を控除して見積られるため、
将来の追加費用を含んだ予算書を使用して見積もられる
が、予算書の策定に当たっては工作機械の完成のために
必要となる作業内容及び工数の見積りに不確実性を伴
う。

以上から、当監査法人は、工作機械関連事業の「仕掛
品」の評価が、当事業年度の財務諸表監査において特に
重要であり、「監査上の主要な検討事項」に該当すると
判断した。

当監査法人は、工作機械関連事業の「仕掛品」の評価
の妥当性を検討するため、主に以下の監査手続を実施し
た。
(1)内部統制の評価
「仕掛品」の評価に関連する内部統制の整備・運用状

況の有効性を評価した。
(2)正味売却価額の見積りの合理性の評価
過年度における正味売却価額の見積りとその後の販売

価額及び追加製造原価の実績とを比較し、その差異原因
について検討することで、経営者による見積りの精度を
評価した。そのうえで、追加費用の予測を含む、当事業
年度末における「仕掛品」の正味売却価額の見積りの合
理性を評価するため、主に以下の手続を実施した。
・仕掛品の正味売却価額の見積りにあたって売価から控
除する見積追加製造原価及び見積販売直接経費の予測に
ついて、製品別の実行予算と照合した。また、売価は注
文書等と照合した。
・製品別の実行予算の原価明細を閲覧し、作業内容ごと
の見積原価について、根拠となる積算資料との照合を実
施した。そのうえで、作業内容や工数の見積り方法及び
見積りに使用したデータが、当該案件等の内容に応じて
適切かどうかについて検討を行った。
・製品別の実行予算の見直しに関する判断について原価
管理者に質問した。見直しが必要な場合には、適時・適
切に実行予算に反映されていることを確かめた。

その他の記載内容

その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書

以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査等委員会の責任は、

その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載

内容に対して意見を表明するものではない。

財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と

財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような

重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告

することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表

示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営

者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを

評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要

がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
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財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示が

ないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明すること

にある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決

定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家と

しての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続

を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切

な監査証拠を入手する。

・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の

実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及

び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、

継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付

ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意

を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項

付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、

将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかど

うかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計

事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要

な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに

監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講

じている場合はその内容について報告を行う。

監査人は、監査等委員会と協議した事項のうち、当事業年度の財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監

査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されてい

る場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合

理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　

以 上
　

(注) １．上記の監査報告書の原本は当社（有価証券報告書提出会社）が別途保管しております。

２．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

　



　

【表紙】

【提出書類】 内部統制報告書

【根拠条文】 金融商品取引法第24条の４の４第１項

【提出先】 東海財務局長

【提出日】 2022年６月29日

【会社名】 エンシュウ株式会社

【英訳名】 ENSHU Limited

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 社長執行役員 山 下 晴 央

【最高財務責任者の役職氏名】 該当事項はありません。

【本店の所在の場所】 静岡県浜松市南区高塚町4888番地

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所

　(東京都中央区日本橋兜町２番１号)

　



１ 【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】

当社代表取締役社長 社長執行役員山下晴央は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有してお

り、企業会計審議会の公表した「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評

価及び監査に関する実施基準の改訂について（意見書）」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報

告に係る内部統制を整備及び運用しております。

なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理

的な範囲で達成しようとするものです。このため、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には

防止又は発見することができない可能性があります。

２ 【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】

財務報告に係る内部統制の評価は、当事業年度の末日である2022年３月31日を基準日として行われており、評価に

当たっては、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠しました。

本評価においては、連結ベースでの財務報告全体に重要な影響を及ぼす内部統制（全社的な内部統制）の評価を行

った上で、その結果を踏まえて、評価対象とする業務プロセスを選定しております。当該業務プロセスの評価におい

ては、選定された業務プロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を識別し、当

該統制上の要点について整備及び運用状況を評価することによって、内部統制の有効性に関する評価を行いました。

財務報告に係る内部統制の評価の範囲は、当社及び連結子会社について、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性

の観点から必要な範囲を決定しました。財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性は、金額的及び質的影響の重要性を

考慮して決定しており、当社及び連結子会社４社を対象として行った全社的な内部統制の評価結果を踏まえ、業務プ

ロセスに係る内部統制の評価範囲を合理的に決定しました。なお、他の連結子会社４社については、金額的及び質的

重要性の観点から僅少であると判断し、全社的な内部統制の評価範囲に含めておりません。

業務プロセスに係る内部統制の評価範囲については、各事業拠点の前連結会計年度の売上高（連結会社間取引消去

後）の金額が高い拠点から合算していき、前連結会計年度の連結売上高の概ね２／３に達している２事業拠点を「重

要な事業拠点」としました。選定した重要な事業拠点においては、企業の事業目的に大きく係る勘定科目として売上

高、売掛金及び棚卸資産に至る業務プロセスを評価の対象としました。さらに、選定した重要な事業拠点にかかわら

ず、それ以外の事業拠点をも含めた範囲について、重要な虚偽記載の発生可能性が高く、見積りや予測を伴う重要な

勘定科目に係る業務プロセスを、財務報告への影響を勘案して重要性の大きい業務プロセスとして評価対象に追加し

ております。

３ 【評価結果に関する事項】

上記の評価の結果、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効であると判断しました。

４ 【付記事項】

該当事項はありません。

５ 【特記事項】

該当事項はありません。

　



【表紙】

【提出書類】 確認書

【根拠条文】 金融商品取引法第24条の４の２第１項

【提出先】 東海財務局長

【提出日】 2022年６月29日

【会社名】 エンシュウ株式会社

【英訳名】 ENSHU Limited

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 社長執行役員 山 下 晴 央

【最高財務責任者の役職氏名】 ―

【本店の所在の場所】 静岡県浜松市南区高塚町4888番地

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所

(東京都中央区日本橋兜町２番１号)

　



１ 【有価証券報告書の記載内容の適正性に関する事項】

当社代表取締役社長 社長執行役員山下晴央は、当社の第154期(自2021年４月１日 至2022年３月31日)の有価証券

報告書の記載内容が金融商品取引法令に基づき適正に記載されていることを確認いたしました。

２ 【特記事項】

確認に当たり、特記すべき事項はありません。

　


